
 
 
 

第７回  

 

さいたま市・岩槻市任意合併協議会  

 

参考資料  
 



 
議案第８号関係（財産の取扱い） 

○岩槻市の財産 
 

土地及び建物（一般会計）の状況     （平成 15年 3月末日現在） 

建 物（延面積㎡）        
区 分 土地（地積㎡） 

木 造 非木造 合 計 
本庁舎 8,129 － 9,088 9,088 

消防施設 5,042 8 3,527 3,535 その他の行政

機関 その他の施設 － － － － 
学校 461,738 501 147,832 148,333 
公営住宅 37,665 3,019 9,408 12,427 
公園 432,982 － － － 

行政財産 

その他の施設 195,586 389 81,428 81,817 
普通財産 115,092 47 1,628 1,675 
合  計 1,256,234 3,964 252,911 256,875 

 
 
 

基金の現在高（平成 15年 3 月末日現在） 

区  分 現金等（百万円） 土地（㎡） 
財政調整基金 1,027 － 
土地開発基金 169 8,166 
減債基金 306 － 
国民健康保険給付費支払基金（注） 0 － 
国民健康保険高額療養費資金貸付基金 10 － 
介護保険介護給付費調整基金 222 － 
介護保険高額介護サービス費用貸付基金 3 － 
愛の泉貸付基金 16 － 
老人福祉基金 27 － 
市立病院建設基金 843 － 
ふるさとみどりの基金 66 － 
スポーツ振興基金 16 － 
国際交流基金 42 － 
都市づくり推進基金 1,906 － 
学校給食センター建設基金 450 － 

合   計 5,104 8,166 
資料：平成 14年度岩槻市決算書 
注：現在高 100万円未満 
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               地方債残高（一般会計）   （平成 15 年 3月末日現在） 

区 分 現在高（百万円） 構成比（％） 
総務債 2,176 8.7
民生債 375 1.5
衛生債 3,417 13.7
農林水産業債 1,282 5.1
土木債 6,841 27.4
市営住宅債 175 0.7
消防債 363 1.5
教育債 4,042 16.2
災害復旧債 － －

住民税等減税補てん債 4,319 17.3
臨時税収補てん債 531 2.1
減税補てん債 － －

減収補てん債 － －

臨時財政対策債 1,414 5.7
合  計 24,934 100.0

 
 

地方債残高（特別会計・公営企業会計） （平成 15 年 3月末日現在） 

区分 会計名称 現在高（百万円） 
特別会計 下水道事業 22,324

 江川土地区画整理事業 4,034
 南平野土地区画整理事業 412
 公共用地先行取得事業 2,289

公営企業会計 水道事業 9,700
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議案第９号関係（地方税の取扱い） 

現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
１ 個人市民税 
（1）均等割  年額  3，000円 
（2）所得割  標準税率 
 

２ 法人市民税 
（1）均等割  標準税率 
（2）法人税割 税率 

 14.7％ 
        12.3％（課税の特例） 

 
３ 固定資産税 
（1）税率  1.4％ 
（2）納期 
第 1期 5月 1日から同月 31日まで 
第 2期 7月 1日から同月 31日まで 
第 3期 12月 1日から同月 31日まで 
第 4期 翌年 2月 1日から同月末日まで 

 
４ 軽自動車税 
  税率  標準税率 
 
５ 都市計画税 
（1）税率  0.3％ 
（2）納期  固定資産税に同じ 

 
６ 事業所税 
（1）資産割  税率 600円／㎡ 
（2）従業者割 税率 0.25％ 

 
 

 

 
１ 個人市民税 
（1）均等割  年額  2，500円（注１） 
（2）所得割  標準税率 
 

２ 法人市民税 
（1）均等割  標準税率 
（2）法人税割 税率 

 14.7％ 
12.7％（課税の特例） 

           
３ 固定資産税 
（1）税率  1.4％ 
（2）納期 
第 1期 5月 1日から同月 31日まで 
第 2期 7月 1日から同月 31日まで 
第 3期 12月 1日から同月 28日まで 
第 4期 翌年 2月 1日から同月末日まで 

 
４ 軽自動車税 
  税率  標準税率 
 
５ 都市計画税 
（1）税率  0.2％ 
（2）納期  固定資産税に同じ 

 
６ 事業所税 
  課税団体ではない。 
 
 
 
  

 
  注１ 個人市民税の均等割の税率は、平成 16 年度の税制改正で全市町村 3,000 円に統一され

る予定。 
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議案第１０号関係（一般職の職員の身分の取扱い） 

現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
１ 職員の定数 
   ８，９２８人 
  
２ 職員の実数 
   ８，８７１人 
 
３ 給料表等 
  行政職給料表    8級制 
  医療職給料表(1)   4級制 
  医療職給料表(2)   5級制 
  医療職給料表(3)   6級制 
教育職給料表(1)   4級制 

  教育職給料表(2)   4級制 
  技能職給料表    4級制 
  企業職給料表    8級制 
 
 
 〔行政職級別標準職務表〕 

区分 標準職務 
1級 主事、技師 
2級 主事、技師 
3級 主任 
4級 総括主査、主査 
5級 主幹、副主幹 
6級 課長、副参事、調整主幹 
7級 部長、企画監、参事 
8級 局長、区長、理事、総括監、総括参事 

 ※上記表は主なものを掲載している。 
 
 
４ 諸手当 
  管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調

整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、

特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、

夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務

教育等教員特別手当 

 
１ 職員の定数 
   ９５８人 
   
２ 職員の実数 
   ８５３人 
   
３ 給料表等 
  行政職給料表    8級制 
  技能労務職給料表  3級制 
  企業職給料表(1)   8級制 
  企業職給料表(2)   3級制 
 
 
 
 
 
 
 
 〔行政職級別標準職務表〕 

区分 標準職務 
1級 主事補、技師補 
2級 主事、技師 
3級 主任 
4級 係長、主査 
5級 課長補佐、副主幹 
6級 課長、主幹 
7級 次長、副参事 
8級 部長、参事 

 ※上記表は主なものを掲載している。 
 
 
４ 諸手当  
  管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調

整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、

超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手

当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉

手当 
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議案第１２号関係（一部事務組合等の取扱い） 
 

現 況 
  
 １ 一部事務組合 

構成市町村等 
区 分 共同処理する事務 

さいたま市 岩槻市 その他 

埼玉県市町村消防 
災害補償組合 

消防災害補償 － ○ 
春日部市、田市など

82市町村 

埼玉県市町村職員 
退職手当組合 

退職手当 － ○ 
春日部市、田市など

83市町村及び 53一部

事務組合 

埼清掃組合 
ごみ処理（収集運搬を除く）

（岩槻市を除く） 

し尿処理（収集運搬を除く） 

－ ○ 春日部市、庄和町 

埼斎場組合 火葬場、霊柩車、葬祭場 － ○ 
春日部市、田市、杉

戸町、白岡町、庄和町 

埼玉県都市競艇組合 競艇 ○ ○ 春日部市など 15市 

埼玉県浦和競馬組合 競馬 ○ － 埼玉県 

彩の国さいたま 
人づくり広域連合 

職員の人材の開発、交流及

び確保に関する事務 
○ ○ 

（埼玉県及び県内の

全市町村） 

 
 ２ 協議会（地方自治法によるもの） 

構成市町 
区 分 事務内容 

さいたま市 岩槻市 その他 

埼玉県中央広域行政 
推進協議会 

広域行政の推進 ○ － 
川口市、上尾市など 
11市町 

埼玉県東部広域行政 
推進協議会 

広域行政の推進 － ○ 
春日部市、庄和町など 

8市町 

 
 
 ３ 公社・事業団等 
   （１）さいたま市にあるもの  ２８団体  
   （２）岩槻市にあるもの    １１団体 
      （それぞれの一覧は次頁のとおり）  
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公社・事業団等一覧

（１）さいたま市にあるもの（２８）

　財団法人埼玉県産業文化センター

　財団法人国有財産管理調査センター

　さいたま市土呂農住組合

　さいたま市土地開発公社

　財団法人さいたま市公立施設管理公社

　財団法人浦和パーキングセンター

　財団法人さいたま市文化振興事業団

　社団法人さいたま市社会福祉事業団

　財団法人さいたま市心身障害者福祉財団

　財団法人さいたま市在宅ケアサービス公社

　社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会

　社団法人さいたま市シルバー人材センター

　財団法人さいたま市浦和地域医療センター

　財団法人さいたま市環境衛生事業協会

　社団法人さいたま観光コンベンションビューロー

　財団法人さいたま市勤労者福祉サービスセンター

　埼玉県信用保証協会

　財団法人埼玉県労働者信用基金協会

　財団法人埼玉県勤労者福祉センター

　埼玉県農業信用基金協会

　社団法人埼玉県農業振興公社

　財団法人さいたま市公園緑地協会

　財団法人さいたま市都市整備公社

　財団法人さいたま市土地区画整理協会

　財団法人埼玉県下水道公社

　財団法人リバーフロント整備センター

　財団法人さいたま市学校給食協会

　さいたま市体育協会

（２）岩槻市にあるもの（１１）

　岩槻市土地開発公社

　財団法人岩槻市施設管理公社

　社会福祉法人岩槻市社会福祉協議会

　社団法人岩槻市シルバー人材センター

　財団法人埼玉伝統工芸協会

　埼玉県信用保証協会

　財団法人埼玉県労働者信用基金協会

　財団法人埼玉県勤労者福祉センター

　埼玉県農業信用基金協会

　社団法人埼玉県農業振興公社

　財団法人埼玉県下水道公社
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議案第１３号関係（使用料、手数料等の取扱い） 

○主な使用料と手数料 

区 分 さいたま市 岩槻市 

市民プール使用料 

(1)さいたま市記念総合体育館
温水プール 
  ｱ  一般・学生 

 1人 2時間  400円 
   ｲ  児童・生徒 

1人 2時間 200円 
(2)三橋総合公園屋内プール 
  ｱ  一般   

1人 1回 420円 
 ｲ  児童・生徒 
 1人 1回 210円 

 

(1)岩槻市民温水プール（市内
料金） 

  ｱ  一般  
1人 1回 400円 

  ｲ  65歳以上  
1人 1回 200円 

  ｳ  児童、生徒又は幼児 
1人 1回 200円 

 

印鑑登録に関する証明手数

料 
200円／１件 150円／１件 

住民票又は戸籍の附票の写

しの交付手数料 
200円／１件 150円／１件 

住民基本台帳カードの交付、

再交付又は有効期限内交付

手数料 

500円／１枚 500円／１件 

納税証明書の交付手数料 200円／１枚 150円／１件 

固定資産課税台帳（土地・家

屋課税台帳兼名寄帳）の閲覧

手数料 

150円／１件 150円／１件 

公図の写しの交付手数料 150円／１枚 150円／１枚 

犬の登録手数料 3,000円／１頭 3,000円／１頭 
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○主な補助金 

区 分 さいたま市 岩槻市 

自治会連合会（自治会長

会）運営補助金 

(1)市自治会連合会 

   500,000 円 

(2)区自治会連合会 

均等割：１区 500,000 円 

自治会割：10,000 円× 

加入自治会数 

 913,000 円 

 

防犯協会補助金 
   11,972,257 円 

 （1,050,198 人×11.4 円） 

  2,786,850 円 

（111,474 人×25 円） 

交通安全協会補助金 

 

4,500,000 円 

（900,000 円×５署） 

1,355,000 円 

老人クラブ連合会補助金 9,599,350 円 700,000 円 

幼稚園就園奨励金補助金 
〔私立幼稚園〕 

第１子  56,500～137,700 円 

第２子 124,000～180,000 円 

第３子 190,000～222,000 円 

第１子   9,000～137,700 円 

第２子  9,000～180,000 円 

第３子  9,000～222,000 円 

子ども会育成連絡協議会

（連合子ども会）補助金 2,709,000 円 608,000 円 

体育指導委員連絡協議会 
補助金 3,000,000 円 292,000 円 

レクリエーション協会 
補助金 4,865,000 円 1,423,000 円 

岩槻市観光ボランティア 
ガイド会補助金 

 

100,000 円 

人形のまち岩槻流しびな 
事業補助金 

 

350,000 円 

伝統産業育成事業補助金 
 

500,000 円 

議案第１５号関係（補助金、交付金等の取扱い） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 
 
１ 市章 

    
 さいたま市の頭文字「S」をモチーフに、未来
に向かって人もまちもいきいきと前進するイメ

ージのデザインです。「S」を囲むように弧を描く
ことで、輪（和）が広がり融和していくことを表

現しています。基調となる緑色は、見沼たんぼに

代表される豊かな自然との調和を示しています。 
     （平成 13年 10月 25日制定） 
 
２ 市の木 
  ケヤキ 
     （平成 14年 5月 1日制定） 
    
３ 市の花 
  サクラソウ 
     （平成 14年 5月 1日制定） 
 
４ 市の花木 
  サクラ 
     （平成 14年 5月 1日制定） 
 
５ 市民憲章 
  なし 
 
 
６ 都市宣言 
  なし 
 
 
 
 
７ 国内都市間交流 
  福島県南郷村（姉妹都市） 
     （昭和 50年 11月 4日提携） 
  福島県舘岩村（友好都市） 
     （昭和 57年 10月 23日提携） 
  新潟県六日町（友好都市） 
     （昭和 63年 10月 31日提携） 

 
１ 市の紋章 

    
岩槻の岩に中央のツキ（満月）を囲んだもの 
     （昭和 30年 10月 1日制定） 
 
 
 
 
 
 
２ 市の木 
  つき（槻）…けやき 
     （昭和 52年 4月 1日制定） 
 
３ 市の花 
  やまぶき 
     （昭和 52年 4月 1日制定） 
 
４ 市の花木 
  なし 
 
 
５ 市民憲章 
  岩槻市民憲章 
      （昭和 53年 5月 3日制定） 
 
６ 都市宣言 
  岩槻市平和都市宣言 

（平成 7年 8月 20日告示） 
  岩槻市生涯スポーツ都市宣言 
      （平成 3年 10月 10日告示） 
  
７ 国内都市間交流 
  千葉県千倉町（友好都市） 
      （昭和 56年 11月 26日締結） 
 
 

議案第１６号関係（慣行等の取扱い） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 
 
８ 国外都市間交流 
  メキシコ・トルーカ市（姉妹都市） 
     （昭和 54年 10月 2日提携） 
  中国・鄭州市（友好都市） 
     （昭和 56年 10月 12日提携） 
  ニュージーランド・ハミルトン市（姉妹都市） 
     （昭和 59年 5月 14日提携） 
  アメリカ・リッチモンド市（姉妹都市） 
     （平成 6年 6月 16日提携） 
  アメリカ・ピッツバーグ市（姉妹都市） 
     （平成 10年 5月 5日提携） 
 
９ 表彰 
  さいたま市名誉市民 

（平成 14年 9月 30日制定） 
  さいたま市市民栄誉賞 

（平成 15年 3月 27日制定） 
  さいたま市文化賞 
     （平成 15年 3月 27日制定） 
  さいたま市職員表彰 
     （平成 14年 3月 27日制定） 
   
      
   

 
８ 国外都市間交流 
  カナダ・ナナイモ市（友好都市） 
     （平成 8年 9月 25日締結） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９ 表彰 
  岩槻市名誉市民 
     （昭和 34年 4月 20日制定） 
  岩槻市名誉議員及び名誉職員顕彰 
     （昭和 30年 3月 28日制定） 
  岩槻市表彰 
     （昭和 52年 12月 20日制定） 
  岩槻市職員表彰 
     （昭和 61年 3月 31日制定） 
  岩槻市教育委員会表彰 
     （平成 15年 1月 14日制定） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 
 
１ 保険税の賦課状況 
 (1) 保険税率（平成 14年 4月 1日施行） 
  ア医療給付分（２方式） 

 所得割       9.1％ 
            均等割    29,500円 
          賦課限度額  53万円 
 
 
  イ介護給付金分（２方式） 

 所得割       1.7％ 
          均等割     7,000円 
          賦課限度額    7万円 
 (2) 納期（回数） 
    6,7,8,9,11,12,1,2月（８回） 
 
 
２ 加入者の状況（平成 15年 11月末現在） 
 (1) 世帯数     177,411世帯 
 (2) 被保険者数   328,105人 
           （介護対象含む。） 
  （介護対象者）  102,919人 
 
 
３ 被保険者証 
 (1) 更新時期  10月 1日（1年更新） 
 
 
４ 保険給付（国民健康保険法で定められている

ものを除く。） 
 (1) 出産育児一時金   30万円 
 (2) 葬祭費       10万円 
 
 
５ 保健事業 
 (1) 国保人間ドック補助 
  ア対象者 
   年齢が満 35歳（受検日当日）以上の方 
  イ補助額     30,000円 
 

(2) 国保健康診査 
  ア対象者 
   30歳から 39歳までの方 
  イ受診費用 

・ 基本健康診査（無料） 
・ がん（胃・大腸・肺）、結核、骨粗しょう

症検診（一部有料） 
 
 
 

 
１ 保険税の賦課状況 
 (1) 保険税率（平成 8年 4月 1日施行） 
  ア医療給付分（４方式） 

 所得割     8.0％ 
                    資産割    15.0％ 
              均等割   16,000円 
              平等割   19,000円 

                  賦課限度額  52万円 
  イ介護給付金分（２方式） 

 所得割     1.0％ 
          均等割    5,000円 
          賦課限度額   7万円 
 (2) 納期（回数） 
     7,8,9,10,11,12,1,2月（８回） 
 
 
２ 加入者の状況（平成 15年 11月末現在） 
 (1) 世帯数      20,948世帯 
 (2) 被保険者数    42,852人 
            （介護対象含む。） 
  （介護対象者）   14,985人 
 
 
３ 被保険者証 
 (1) 更新時期  10月 1日（1年更新） 
 
 
４ 保険給付（国民健康保険法で定められている

ものを除く。） 
 (1) 出産育児一時金   30万円 
 (2) 葬祭費       10万円 
 
 
５ 保健事業 
 (1) 国保人間ドック補助 
  ア対象者 
   満 35歳以上で資格 1年以上、税完納者 
  イ補助額    30,970円 
 

(2) 国保健康診査 
   実施していない。 
 

 
 

議案第１７号関係（国民健康保険事業の取扱い） 
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現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
 (3) 保養施設利用補助 
    補助額（１人につき、年度２泊まで） 
     １泊につき 大人 3,000円 
           小人 2,000円 

 
(3) 保養施設利用補助 
ア保養の家 

    補助額（１人につき、年度２泊まで） 
     １泊につき 大人 2,000円 
           小人 1,000円 

イ海の家 
    補助額（１人につき、年度２泊まで） 
     １泊につき 大人 2,600円 
           小人 2,800円 
                    幼児 1,000円 

ウ山の家 
    補助額（１人につき、年度２泊まで） 
     １泊につき 大人 2,600円 
           小人 2,800円 
                    幼児 1,500円 

エ森の校舎 
    補助額（１人につき、年度２泊まで） 
     １泊につき 大人 1,500円 
           小人 1,700円 
                    幼児 1,000円 
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議案第１８号関係（消防団の取扱い） 
 

現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
消防団 
（１） 組織及び定数 
  ア 分団数 1消防団 51分団 
  イ 定員  1,108人（実員 996人) 
 
（２） 報酬 
  ア 年額報酬 

・団長      119,000円 
・副団長      86,000円 
・ブロック長    79,000円 
・副ブロック長   72,000円 
・分団長      65,000円 
・副分団長     52,000円 
・部長       39,000円 
・班長       33,000円 
・団員       31,000円 
 

   イ 費用弁償 
    ・災害出場 １人１回 2,100円 
    ・諸出動  １人１回 1,800円 
     
 
     

 
 

 
 
 

 
消防団 
（１） 組織及び定数 
  ア 分団数 1消防団 11分団 
  イ 定員  224人（実員 205人） 
 
（２） 報酬 
  ア 年額報酬 

・団長      195,000円 
・副団長     152,000円 
・分団長     133,000円 
・副分団長    116,000円 
・部長      103,000円 
・班長      86,000円 
・団員      83,000円 
 
 
 

   イ 費用弁償 
・火災出場 １分団 放水有 8,000 円

放水無 6,000 円

 分団長以上    １人  1,000 円

・警戒出場 １分団 3,500 円 

・訓練出場 １分団 年 28,000 円 

・機械整備 １分団 年 14,000 円 

・警備、出初 １人 1,000 円 

・会議、研修 分団長以上１人 1,100 円

           他は 1,000 円

      
 
 

 
《参考》 

     
○ 常備消防 

区 分 さいたま市 岩槻市 

署所数 ９消防署１２出張所 １消防署３分署 

条例定数 １，１０５人 １６４人 

実員数 １，１０５人 １５０人 
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議案第１９号関係（ごみ・し尿処理事業の取扱い） 

現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
１ ごみ処理事業 
 （１）ごみの分別及び収集回数 
     
 

区分 収集回数 

燃えるごみ 週 2回 

燃えないごみ 週 1回 

資源物１類 
 びん、かん、ペットボト

ル、食品包装プラスチック 
週 1回 

資源物２類 
 新聞、雑誌類、ダンボー

ル、牛乳パック、繊維、そ

の他の紙 

週 1回 

有害危険ごみ 
 蛍光管、乾電池、スプレ

ーかん、カートリッジ式ボ

ンベ、水銀体温計、ライタ

ー 

週 1回 

粗大ごみ 
 最大の辺または径が90㎝
以上２m未満のもの 

戸別収集 
直接搬入 

 

 
１ ごみ処理事業 
 （１）ごみの分別及び収集回数 
     
 

区分 収集回数 

可燃ごみ 週 2回 
金属、ガラス、陶

器類 月２回 
不燃ごみ 

プラスチック類 月４回 

資源ごみ 
びん、かん、ペットボトル、

新聞、雑誌類、ダンボール、

繊維 
  

月２回 

有害危険ごみ 
 蛍光管、スプレーかん、カ

ートリッジ式ボンベ、ライタ

ー 
 乾電池、水銀体温計 

 
 

年３回 
 
 
 

年４回 

粗大ごみ 
 １辺が 50 ㎝以上 2m 未満
のもの 

戸別収集 
直接搬入 
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現 況   

さいたま市 岩槻市 

                

  （２）処理手数料  （２）処理手数料   

  区分 

市が収集運

搬・処分する

もの 

市が処分の

みするもの
 区分 

市が収集運

搬・処分する

もの 

市が処分の

みするもの 
 

   

日常生活に伴

って生じた比

較的大型の固

形廃棄物 

10 ㎏ごとに

100 円 

  

 

  

普通世帯か

ら排出する

もの（搬入量

1回に 100 ㎏

以上から） 

  

最初の10㎏

から10㎏ご

とに 20 円 

 

前記に規定す

る算出基準に

実情がそぐわ

ないと市長が

認めるとき 

1 ㎥ごとに

3,800 円 

  

 

  
市が戸別収

集するもの 
500 円／個 

  
  

  

市長が指定

した適正処

理困難物の

うち規則で

定める品目 

1 品につき

2,000 円を上

限とし、品目

別に規則で定

める額 

1 品につき

1,500 円を

上限とし、

品目別に規

則で定める

額 

 

市が戸別収集

するもの 
（制度無し） 

  

 

  

事業活動に

伴って生ず

るもの 

  
10 ㎏ごとに

170 円 
 

事業活動に伴

って生ずるも

の 

  
10 ㎏ごとに

100 円 
 

  
死犬・猫等の

死体 
1,000 円／頭 500 円／頭  

死犬・猫等の

死体 
100 円／頭 

  
 

          

  （３）処理業申請手数料   （３）処理業申請手数料   

  
一般廃棄物収集運搬業許可

申請手数料 
3,000 円  

一般廃棄物処理業許可申請手

数料 
2,000 円  

  
一般廃棄物処分業許可申請

手数料 
3,000 円      

          

  （４）資源物回収奨励金   （４）資源物回収奨励金   

  「ごみ減量運動補助金」   「資源回収団体奨励金」   

  
自治会・ＰＴＡなどの非営利団体が回収し

た資源物１㎏に対し５円を交付 
 

自治会・ＰＴＡなどの非営利団体が回収した

資源物１㎏に対し４円を交付 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 
 
２ し尿処理事業 
  手数料 

区分 基準 金額 備考 

世

帯

割 

1 世帯に

つき 

月額 

480 円

人

員

割 

1 人に 

つき 

月額 

230 円

１ 別に市長が

指定する改良便

所を使用する世

帯については、1

世帯につき月額

230 円を加算し

て徴収する。 

２ 1 歳未満は、

除く。 

基

本

料 

1 回に 

つき 
480 円

普通世帯 

従

量

割 

36 リッ

トルに 

つき 

230 円

 臨時処理に限

る。 

基

本

料 

1 施設に 

つき 

月額 

480 円

従

量

割 

36 リッ

トルに 

つき 

230 円

 

基

本

料 

1 回に 

つき 
480 円

事業所そ

の他多数

の者が利

用する施

設 

従

量

割 

36 リッ

トルに 

つき 

230 円

臨時処理に限

る。ただし、工

事現場等の仮設

便所は除く。 

 

 
２ し尿処理事業 
  手数料 

区分 単位 金額 

世帯割 600 円

普通世帯 

人員割 220 円

世帯割 740 円

改良式便槽世帯 

人員割 220 円

従量世帯 

 会社、工場及び事業

所、病院、飲食店、マ

ーケット等不特定多

数の者が出入りする

世帯については、36

リットルにつき320円

 ※くみとり回数は、原則として２０日に
１回とする。  
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現 況 

さいたま市 岩槻市 
 
1 社会福祉大会 

さいたま市の福祉関係者が一堂に会し、

社会福祉事業の功績者を表彰するととも

に、地域福祉の推進のため総力をあげて取

り組む決意をする。 
(1)開催時期：11月上旬（平成 15年度： 

平成 15年 10月 31日） 
(2)会場：さいたま市民会館おおみや 

（平成 15年度） 
(3)主催者：市と市社会福祉協議会との共催
(4)参加者：被表彰者、地区社協会長、 

民生委員等 
（平成 15年度参加 約 850人） 

 
２ 災害見舞金支給事業 
   火災、風水害等の自然災害等により、被 
害を受けた市民に対して災害見舞金を支給 
する。  

     支給額 
区 分 

１世帯当たり 1人当たり 

全焼、全壊、流失 30,000円 20,000円 
半焼、半壊、 
床上浸水 

20,000円 10,000円 

死亡者     － 100,000円 
重傷者 － 50,000円 

 
３ 苦情処理窓口・福祉オンブズパーソン 
  (1) 苦情処理窓口 

保健福祉サービスに関する苦情につ 
いて、迅速・公平な処理を行うため設置 

 
(2) 福祉オンブズパーソン 

第三者による苦情処理機関 
福祉サービスの利用者が、行政やサー

ビス提供者に対して苦情や不満が生じ

た時、福祉オンブズパーソンに申立てを

して救済を受けることができる制度 
 
 

 
１ 社会福祉大会 

地域福祉に長年貢献された方や団体の

表彰及びアトラクションを行う。 
(1)開催時期：５年に１度開催 
(2)会場：岩槻市立中央公民館 

（平成 11年度） 
    (3)主催者：市社会福祉協議会 

(4)対象：福祉団体関係者等 ７団体 72人 
浄財寄贈者       ２団体１人 

 
 
 
 
 
２ 災害見舞金支給事業   
   市民が災害により被害を受けたときに

被災者又はその遺族に対し、災害見舞金を

支給する。  
区  分 支給額 

全焼、全壊、流失 80,000円／世帯 
半焼、半壊 40,000円／世帯 
床上浸水 20,000円／世帯 
死亡者  80,000円／人 
重傷者 30,000円／人 

 
 
３ 苦情処理窓口・福祉オンブズパーソン 
    実施していない。 
 
 

議案第２０号関係（社会福祉事業の取扱い） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 
                       

４ 高等学校入学支度金支給事業 
   生活保護を受けている世帯の生徒が、高 
  等学校等に入学するに際し、支度金を支給 
  することにより、生徒の健全な育成及びそ

  の世帯の自立更正の推進を図る。 
   支給金額：1人当たり 12,000円 
 
５ 住宅費（契約更新料）差額金助成事業 
   生活保護を受けている方が住宅扶助を受 
けたとき、法による住宅費(契約更新料)の
額と実際に契約更新に要した額との差額金 
で助成を必要と認めた範囲内の額を１か月

分の住宅扶助費を限度額として支給する。 
 
６ 民生委員児童委員 
  (1)法定単位民生委員児童委員協議会数 
               40地区 
  (2)民生委員児童委員定数  1,061人 
    委嘱者 1,056人(平成 15年 4月 1日現在) 

(3)補助金 

区 分 補助額 
（１人当たり） 

委員活動費 8,500円/月 
会長活動費 3,000円/月 
地区研修費 10,000円/年 
運営事務費 900円/月 
全国互助事業分 800円/年 

 
 
 
７ 低所得世帯入院料（室料）差額補助事業 
   実施していない。 
 
 
 
８ 出産費差額助成事業  

生活保護の適用を受けている者が出産 
 扶助を受けたとき、法による出産費の額

と病院等の慣行料金との差額を助成する。 
助成限度額：法に定める基準額と実際に 
支払う額との差額分（被保護者の身体状況

等により必要と認められる額）   

 
４ 高等学校入学支度金支給事業 
   実施していない。 
 
 
 
 
 
５ 住宅費（契約更新料）差額金助成事業 
   実施していない。 
 
 
 
 
 
６ 民生委員児童委員 
  (1)法定単位民生委員児童委員協議会数 
                               7地区 

(2)民生委員児童委員定数   154人 
  委嘱者 153人（平成 15年 4月 1日現在） 
(3)補助金 

区 分 補助額 
（１人当たり） 

委員活動費 60,300円/年 
会長活動費 30,000円/年 
地区研修費 
（地区活動費）  10,000円/年 

運営事務費 2,500円/年 
全国民生委員 
互助事業会費 1,100円/年 

 
７ 低所得世帯入院料（室料）差額補助事業 
   生活保護世帯に対して、入院時の差額室

料を補助する。 
 補助額：１日につき 1,000円 

 
８ 出産費差額助成事業  
   実施していない。 
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現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
１ ホームヘルパー派遣事業（支援費制度） 

(1) 対象者 
身体障害者、知的障害者、身体・知的

障害児 
(2) サービスの内容 
・滞在型（身体、家事他） 
・巡回型（身体介護等）24時間対応、 

1回 20分程度 
(3) 事業形態 
    民間、社会福祉法人 

 
２ 身体障害者手帳等申請用診断料給付事業 

(1) 対象者 
身体に障害のある者又はその保護者

で、身体障害者手帳の交付申請を行う

もの 
(2) 助成額 

限度額４,000円 
 

３ レスパイトサービス事業 
(1) 目的 

介護者を一時的に介護から解放する

ことにより心身回復を図る。 
(2) 対象者 

在宅の知的障害児（者） 
(3) 事業内容 

委託契約を締結した社会福祉施設等

で短期入所を実施（２日以内の利用） 
(4) 実施施設 

さくらハウス 
 

４ 障害児（者）生活サポート制度 
(1) 対象者 

市内に住所を有する心身障害児（者） 
(2) 制度の内容 

障害者に対する一時預かり、派遣に 
よる介護、外出介助等のサービスを市

に登録した団体により提供。サービス

を提供した団体に対し、補助金を交付

する。 

 
１ ホームヘルパー派遣事業（支援費制度） 

(1) 対象者 
身体障害者、知的障害者、身体・知

的障害児 
(2) サービスの内容 
・滞在型（身体、家事他） 
・巡回型（身体介護等）24時間対応、 

1回 20分程度 
(3) 事業形態 

民間、社会福祉法人 
 

２ 身体障害者手帳等申請用診断料給付事業 
(1) 対象者 

身体に障害のある者又はその保護者

で、身体障害者手帳の交付申請を行う

もの 
(2) 助成額 

限度額５,000円 
 
３ レスパイトサービス事業 
   実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 障害児（者）生活サポート制度 

(1) 対象者 
身障手帳、療育手帳所持者等 

(2) 制度の内容 
障害者に対する一時預かり、派遣に 
よる介護、外出介助等のサービスを市 
に登録した団体が提供した場合、その 
費用を補助する。 

 

議案第２１号関係（障害者福祉事業の取扱い） 
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現 況 
さいたま市 岩槻市 

(3) 補助額（利用者 1人当たり） 
ﾍﾙﾊﾟｰ負担最高額(950円)×２/時間、 
年間 150 時間限度 
 

５ 心身障害者福祉手当 
(1) 対象者 
・身体障害者手帳１級、２級、３級の方 
・療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂ、Cの方 

(2) 支給額（月額） 
・5,000円（身体障害者手帳１級又は２ 

級。療育手帳Ⓐ、Ａ又はＢ） 
・2,500 円（身体障害者手帳３級、療育

手帳 C） 
(3)支給月 
３月・9月 

 
６ 特別障害者手当 

(1) 対象者 
・身体障害者手帳１級、２級及び療育手

帳Ⓐ程度の障害が重複している方 
・一つの障害であっても前記の同程度の

状態にある方 
(2) 支給額（月額） 

26,620円 
(3)支給月 

2月・5月・8月・11月 
 

７ 心身障害者相談員 
(1) 内容 

心身障害者等の家庭、生活等の問題

及び更正援護相談に応じ、必要な助言

及び指導を行う。 
(2)相談員の配置状況 
   各区支援課に専任の相談員 1 名を配

置 

(3) 補助額（利用者 1人当たり） 
ﾍﾙﾊﾟｰ負担最高額(950円)×２/時間、
年間 150 時間限度 

 
５ 心身障害者福祉手当 

(1) 対象者 
・身体障害者手帳１級、２級の方 

 ・療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂの方 
(2) 支給額（月額） 

6,500円 
  (3)支給月 

3月・9月 
  
 
 
 
６ 特別障害者手当 

(1) 対象者 
・身体障害者手帳１級、２級及び療育

手帳Ⓐ程度の障害が重複している方 
・一つの障害であっても前記の同程度

の状態にある方 
  (2)支給額（月額） 

26,620円 
  (3)支給月 

2月・5月・8月・11月 
 
７ 心身障害者相談員 
      実施していない。 
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現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
８ 紙おむつ給付事業 
      実施していない。 
 
 
 
 
 
 
９ 重度身体障害者社会生活訓練事業 
 (1)内容 

外出機会の少ない重度の身体障害者に対

して公園等での社会的活動を提供する。 
(2)対象者 
  外出機会が少ない在宅の身体障害者 

・身体障害者手帳 １～2級 
（原則として肢体不自由、視覚障害者） 

 
 

 
８ 紙おむつ給付事業 
 (1)内容 

在宅で紙おむつを使用している重度 
心身障害児(者)に紙おむつを支給。 

(2)対象者 
・身体障害者手帳 １～2級 
・療育手帳    Ⓐ、A、B 

 
９ 重度身体障害者社会生活訓練事業 
     実施していない。 
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議案第２２号関係（高齢者福祉事業の取扱い） 

現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
１ 敬老祝金支給 
 (1) 対象者：満 75 歳以上かつ５の倍数の年

齢の者及び 100歳以上の方 
   年齢基準日：9月 15日 
   居住期間：6か月以上 
 (2) 支給額 
   75歳        10,000円 
   80歳        20,000円 
   85歳        20,000円 
   90歳        20,000円 
   95歳        20,000円 
   100歳以上毎年   20,000円 
 
２ 敬老会 
 (1) 対象者：75歳以上 
 (2) 内容：各地区において開催 
 (3) 委託先：市社会福祉協議会 
 
 
 
 
 
３ 宅配食事サービス 
 (1) 対象者：食事の調理が困難な一人暮らし

の高齢者及び高齢者のみの世

帯並びにこれに準じる重度心

身障害者世帯 
 (2) 内容：週 4日（月、火、木、金）の夕食 
 (3) 利用者負担：１食 400円 
 (4) 委託先：市社会福祉協議会  
 
４ 重度要介護高齢者手当 
 (1) 対象者 
   ｱ 65歳以上 
   ｲ 要介護度３・４・５のいずれかである

こと。 
   ｳ 住民税非課税であること。 
   ｴ 介護保険料を滞納していないこと。 
   ｵ 介護保険施設に入所していないこと。 
 (2) 支給額：月額 10,000円 
 

 
１ 敬老祝金支給 
 (1) 対象者：満 77歳、88歳、99歳の者及

び 100歳以上の方 
   年齢基準日：9月 1日 
  
 (2) 支給額 
   77歳       20,000円 
   88歳       30,000円 
   99歳       50,000円 
   100歳以上毎年  70,000円    
 
 
 
２ 老人福祉大会 
 (1) 対象者：70歳以上 
 (2) 内容：金婚者の式典や芸能ショー等で

長寿を祝う。毎年 10月上旬に槻
の森スポーツセンターにおいて

開催 
 (3) 実施主体：市と老人クラブ連合会との

共催 
 
３ 高齢者配食サービス 
 (1) 対象者：一人暮らしの高齢者、高齢者

のみの世帯及びこれに準じる

世帯並びに身体障害者であっ

て食事の調理が困難な世帯 
 (2) 内容：週 3回までの夕食 
 (3) 利用者負担：１食 400円 
 (4) 委託先：市社会福祉協議会、民間業者 
 
４ 在宅介護手当 
 (1) 対象者：要介護度４・５のいずれかに

認定されている方 
年齢制限なし 

 (2) 支給額：月額 10,000円 
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現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
５ 敬老マッサージ施術料補助 
 (1) 内容：市に登録された施術者のところで

利用できる補助券を希望者に発行 
 (2) 対象者：75歳以上 
 (3) 補助内容：1回 1,000円の補助券 3枚 
 
６ 重度要介護高齢者訪問理容サービス 
 (1) 内容：在宅でねたきりの高齢者を訪問し

て洗髪や理容のサービスを行う。 
      1年間で 4回以内 
 (2) 対象者 
   ｱ 65歳以上 
   ｲ 要介護度３・４・５のいずれかである

こと。 
   ｳ 介護保険料を滞納していないこと。 
   ｴ 介護保険施設や病院に入所、入院をし

ていないこと。 
 
７ 高齢者相談員設置事業 

老衰、疾病等により、介護及び援助が必

要な高齢者及びその家族等に対し、高齢介

護課の窓口等で相談員が相談に応じ、各種

サービスの申請手続等の適切な指導及び助

言を行う。 
(1) 相談員の配置：各区役所１名 
(2) 相談日：月曜から金曜日 
(3) 相談時間：午前９時から午後５時 

 
８ 老人スポーツ大会 
   実施していない。 

 
５ 敬老マッサージ施術料補助 
   実施していない。 
 
 
 
 
６ 重度要介護高齢者訪問理容サービス 
   実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 高齢者相談員設置事業  
  実施していない。   

   
 
 
 
 
 
 
 
８ 老人スポーツ大会 
 (1) 内容：ゲートボール大会、グランドゴ

ルフ大会の開催 
 (2) 主催：岩槻市老人クラブ連合会 
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議案第２３号関係（児童福祉事業の取扱い） 

 
現 況 

さいたま市 岩槻市 
 
１ 保育時間 
  

区分 月～金 土 

規定保育 
時間 

8:30～17:00 8:30～12:15 

開所時間 7:30～18:30 7:30～14:30 

延長保育 
時間 

18:30～19:30 
(18:30～20:30) 
※４園のみ 

なし 

 
 
 
２ 保育料 
  (1) 階層区分：10階層 

(2) 年齢区分：「3 歳未満児」、「3 歳児」及
び「4歳以上児」の３区分 

  (3) 最高限度額 
   ア 3歳未満児   60,000円 
   イ 3歳児     29,000円 
   ウ 4歳以上児   25,000円 
  (4) 2 人以上の児童が入所している場合の

保育料 
1 人目が通常保育料、2 人目が通常保

育料の 2分の 1、3人目以降が無料 
 
３ 児童手当 
  (1) 受給資格 
   6 歳義務教育就学前までの児童を養育し

ている方で、前年の所得額が一定の制限以

下である方に支給 
  (2) 支給額（月額） 
    第 1子          5,000円 
    第 2子           5,000円
    第 3子以降の児童 1人につき 10,000円 
  (3) 受給者数（平成 14年度実績） 
    134,376人（延べ人数） 
 

 
１ 保育時間 
  

区分 月～金 土 

規定保育 
時間 

8:30～16:30 8:30～12:00 

開所時間 7:30～18:30 

7:30～13:30 
(第 2土曜日) 
7:30～19:00 

(第 2土曜日以外) 

延長保育 
時間 

18:30～19:00 

12:00～13:30 
(第 2土曜日) 

12:00～19:00 
(第 2土曜日以外) 

 
２ 保育料 
  (1) 階層区分：24階層 

(2) 年齢区分：「3歳未満児」、「3歳児」及
び「4歳以上児」の３区分 

  (3) 最高限度額 
   ア 3歳未満児   57,600円 
   イ 3歳児     26,700円 
   ウ 4歳以上児   22,000円 
  (4) 2 人以上の児童が入所している場合の

保育料 
    第 1子が通常保育料で、第 2子以降が

通常保育料の 2分の 1 
 
３ 児童手当 
  (1) 受給資格 
   6歳義務教育就学前までの児童を養育し 

ている方で、前年の所得額が一定の制限以 
下である方に支給 
(2) 支給額（月額） 

    第1子           5,000円 
    第2子           5,000円
    第 3子以降の児童 1人につき 10,000円 
  (3) 受給者数（平成 14年度実績） 
    3,770人（延べ人数） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 
 

４ 児童扶養手当 
  (1) 受給資格 
    父親のいない家庭や父親が一定の障害

の状態にある家庭の児童について、児童

を養育する母又は養育者に支給する。 
(2) 支給額（月額） 

    収入に応じて児童 1 人の場合は、
10,000円から 42,370円を支給 

    児童 2 人のときは 5,000 円を加算、3
人目からは 1人につき 3,000円を加算し
て支給 

  (3) 受給者数 
    4,594人（延べ人数） 
 
５ 放課後児童健全育成事業 

(1) 公設民営 
ア 管理・運営：社会福祉事業団に委託 

   イ 対象：小学 1年生～小学 3年生 
   ウ  指導料（月額） 

 区分 金額 
生活保護法による被保護世帯 無料 
前年分所得税非課税世帯 
前年分市町村民税非課税世帯 

無料 

前年分所得税非課税世帯 
前年分市町村民税課税世帯 

2,000円 

前年分所得税課税世帯 4,000円 
 

(2) 民設民営 
   ア 対象：小学 1年生～小学 6年生 
    助成金の対象は、小学 1年生～小学 3

年生 
   イ 指導料助成（月額） 

 区分 金額 
生活保護法による被保護世帯 5,000円 
前年分所得税非課税世帯 
前年分市町村民税非課税世帯 

5,000円 

前年分所得税非課税世帯 
前年分市町村民税課税世帯 

3,000円 

前年分所得税課税世帯 1,000円 
  その他に、各施設に月額 16,500 円を上限に

家賃、地代を補助 
 

 

４ 児童扶養手当 
 (1) 受給資格 
   父親のいない家庭や父親が一定の障害

の状態にある家庭の児童について、児童

を養育する母又は養育者に支給する。 
 (2) 支給額（月額） 
   収入に応じて児童 1人の場合は、10,000 
円から 42,370円を支給 

   児童 2人のときは 5,000円を加算、3人 
目からは1人につき3,000円を加算して支 
給 

 (3) 受給者数 
    676人（延べ人数） 
 
５ 放課後児童健全育成事業 
  (1) 公設民営 

ア 管理・運営：保護者会に委託 
   イ 対象：小学 1年生～小学 3年生 
   ウ 保育料（月額） 
     5,000円 
     保護者会会費として 200円 
 
 
 
 
 
 

(2) 民設民営 
    実施していない。 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 
 
６ 家庭児童相談 
  (1) 相談員 
   ア 定数   9人 
   イ 身分   非常勤特別職    
   ウ 任期   １年 
   エ 勤務日数 4日／週 
  (2) 相談方法 
    電話、来室、家庭訪問、出張相談 
 
７ ひとり親家庭児童就学支度金 
  (1) 対象 
    市民税非課税世帯 
  (2) 内容（平成 15年度） 
    小学校入学  5,000円 
    中学校入学 15,000円 
 
８ ブックスタート事業 
  （1）内容 
    乳児とその保護者に対し、図書館司書

等により絵本の読み方をアドバイスし、

絵本などの入ったブックスタートパック

をプレゼントする。 
  （2）対象 

市内に住所を有する平成 15 年 4 月生

まれ以降の4か月児健診の対象となる乳

児 
 
９ 病児保育事業 

(1) 内容 
病気又は病気回復期のため、保育所で

の集団保育が困難な児童について、市の

委託した医療機関の専用スペースで一時

的に保育する。 
(2) 対象 

   認可保育所に通所中の児童 
 (3) 利用料（1日当たり） 
   一般世帯      2,000円 
   市民税のみ課税世帯 1,000円 
   生活保護被保護及び所得税、市民税非

課税世帯         0円 
(4) 定員 

    １施設当たり  4人 

 
６ 家庭児童相談 
  (1) 相談員 
   ア 定数   ２人 
   イ 身分   非常勤特別職    
   ウ 任期   １年 
   エ 勤務日数 ３日／週 
  (2) 相談方法 
    電話、来室、家庭訪問 
 
７ ひとり親家庭児童就学支度金 
   県事業として、中学校に入学する児童を

養育しているひとり親家庭に支給してい

る。 
   市は、受付事務のみを行っている。 
 
 
８ ブックスタート事業 
   実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９ 病児保育事業 
   実施していない。 
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議案第２４号関係（保健・医療事業の取扱い） 

 現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
１ 休日急患診療所 

(1) 浦和休日急患診療所 
ｱ 日曜日・祝日・年末年始 

   内科・小児科 9時～17時、19時～22時 
  ｲ 月曜日～金曜日 
   小児科    19時 30分～22時 
  ｳ 土曜日 
   内科・小児科 19時～22時 
 

(2) 大宮医師会市民病院 
  ｱ 日曜日・祝日・年末年始 
   内科・小児科 9時～17時、19時～翌 9時 
   外科     9時～17時 
   眼科・耳鼻咽喉科（日曜日のみ） 9時～12時 
  ｲ 月曜日～金曜日 
   内科・小児科 19時～翌 9時 
 

(3) 与野休日急患診療所 
  ｱ 日曜日・祝日・年末年始・8/13～8/15 
   内科・小児科 9時～15時、19時 30分～ 

22時 
 ｲ 土曜日 

   内科・小児科 19時 30分～22時 
  
 
２ 在宅当番医制 

(1) 浦和医師会 
 ｱ 外科・産婦人科 

   日曜日・祝日・年末年始 8時～翌 8時 
 ｲ 眼科・耳鼻咽喉科 

   日曜日（月 1回）    8時～翌 8時 
  

(2) 大宮医師会 
  ｱ 産婦人科 
   日曜日・祝日・年末年始 9時～17時 

(3) さいたま市与野医師会 
 ｱ 外科・眼科・耳鼻咽喉科 

   日曜日・祝日      9時～15時 
 
 

 
１ 休日急患診療所 

(1) 岩槻市休日夜間急患診療所 
   日曜日・祝日・年末年始 
   内科・小児科 9時～21時 
 

(2) 小児救急医療（広域） 
  ｱ 内容：平日夜間における診療業務を春

日部市立病院内に平日夜間診療

部を開設して実施 
  ｲ 診療日及び診療時間 
    平日 19時 30分～22時 30分  
 
ｳ 実施主体：岩槻市、春日部市、田市

及び庄和町 
  ｴ 業務主体：上記３市１町医師会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
２ 在宅当番医制 
 内容：南埼玉郡市医師会の協力により在宅当

番医制を実施。休日の昼間開設 
   平成 14年度は 144施設で実施 
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 現 況 

さいたま市 岩槻市 
 
３ ２次救急医療 

(1) 病院群輪番制病院 
  ｱ １５病院での輪番制方式 
  ｲ 診療科目は内科、小児科、外科 
 ｳ 診療日及び診療時間 

   日曜日・祝日・年末年始 24時間 
   平日夜間        18時～翌 8時  
 

(2) 小児救急医療支援事業病院 
 ｱ さいたま市小児救急医療センター 

  ｲ 診療日及び診療時間  毎日 24時間 
 
 
 
 
４ スズメバチ等駆除事業 
   市民からの依頼により生命の危険度が高い

スズメバチ等の駆除を行う。 
   実施方法：事前に市職員が現地調査し、委託

等により駆除する。 
 
５ 犬及び猫の去勢・不妊手術費助成事業 
   犬及び猫の去勢・不妊手術に対して手術費の 
一部を助成する。 
 区 分   犬   猫 
 去勢手術 7,000円 5,000円 
不妊手術 10,000円 8,000円 

 
６ 乳幼児医療助成制度 
 (1) 目的 
    市内に居住する乳幼児に対し、医療費の一部
を支給することにより、保護者の経済的負担を

軽減し、次代を担う乳幼児の保健の向上と福祉

の増進を図る。 
(2) 対象乳幼児 
   市内に住所を有する０歳から小学校就学前

までの乳幼児で、医療保険各法の被保険者又は

被扶養者である乳幼児。 
 (3) 所得制限 
   児童手当特例給付「扶養親族等２人（544万
円）」の額に準拠する。 

    

 
３ ２次救急医療 

(1) 病院群輪番制 
  ｱ 岩槻市、春日部市、田市内の６病院の

病院群輪番制方式 
  ｲ 診療日及び診療時間 
   休日    24時間 
   平日夜間  18時～翌 8時   
 

(2) 小児救急医療（広域） 
  ｱ 岩槻市、春日部市内の３病院の病院群輪

番制方式 
  ｲ 診療日及び診療時間  

休日    24時間 
平日夜間  18時～翌 8時 

  
４ スズメバチ等駆除事業 
   実施していない。 
  
 
 
 
５ 犬及び猫の去勢・不妊手術費助成事業 
   実施していない。 

 
 
 
 

 
６ 乳幼児医療助成制度 
 (1) 目的  
   小学校就学前の乳幼児を持つ保護者に対

し、その医療費（保健診療の一部負担金）

を支給することにより、保健の向上と福祉

の増進を図る。 
(2) 対象入乳幼児 
   市内在住の小学校就学前の乳幼児。 
 (3) 所得制限 
   なし 
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現 況 

 
 
７ 乳幼児健康診査 
   

区分 さいたま市 岩槻市 

4か月児健康診査 
4か月児から 6か月未満児 
指定医療機関（個別方式） 

4か月児から 5か月児 
保健センター（集団健診） 

10か月児健康診査 
10か月児から 12か月未満児 
指定医療機関（個別方式） 

実施していない。 

1歳 6か月児健康診査 
1歳 6か月児から 2歳未満児 
指定医療機関（個別方式） 

1歳 6か月児から 1歳 7か月児 
保健センター（集団健診） 

3歳児健康診査 
3歳 6か月児から 4歳未満児 
指定医療機関（個別方式） 

3歳 5か月児から 3歳 6か月児 
保健センター（集団健診） 
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現 況 

 
８ 健康診査・検診 

区分 さいたま市 岩槻市 

 基本健康診査 
40歳以上 
指定医療機関（個別方式） 

40歳以上 
個別医療機関方式 

胃がん検診 
40歳以上 
指定医療機関（個別方式） 
個人負担額：1,000円 

40歳以上 
保健センター他（集団検診） 
個人負担なし 

結核検診 
16歳以上 
指定医療機関（個別方式） 
個人負担なし 

15歳以上 
保健センター（集団検診） 
個人負担なし 

骨粗しょう症検診 
40歳以上（注１） 
指定医療機関（個別方式） 
個人負担額：200円 

 実施していない。 

子宮がん検診 

30歳以上 
指定医療機関（個別方式） 
個人負担額：頚部のみ 600円 

頚部+体部 1,000円 

30歳以上 
個別医療機関方式 
個人負担なし 

大腸がん検診 
40歳以上 
指定医療機関（個別方式） 
個人負担額：420円 

40歳以上 
個別医療機関方式 
個人負担なし 

乳がん検診 

30歳以上 
指定医療機関（個別方式） 
個人負担額：視触診 280円 

視触診＋X線 750円 

30歳以上 
保健センター（集団検診） 
個人負担なし 

肺がん検診 

40歳以上 
指定医療機関（個別方式） 
個人負担額：読影のみ 540円 

読影＋喀痰 880円 

40歳以上 
保健センター他（集団検診） 
個人負担なし 

肝炎ウィルス検診 
40,45,50,55,60,65,70歳（注１） 
指定医療機関（個別方式） 
個人負担なし 

40,45,50,55,60,65,70歳 
保健センター（集団検診） 
個人負担なし 

前立腺がん検診 
50,55,60,65,70歳（節目検診） 
指定医療機関（個別方式） 
個人負担額：500円 

実施していない。 

   注１ 基本健康診査とセット受診 
    ※ さいたま市の個人負担は、要件によって無料となる場合がある。  
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議案第２５号関係（介護保険事業の取扱い） 
 

現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
１ 第 1号被保険者保険料（65歳以上） 
  平成１５年度基準額（年額）37,107円 
  納期（普通徴収） 
  ６月～９月、１１月～２月（８期） 
 
２ 介護保険高額介護サービス費用貸付事業 
  高額介護サービス費の支給までの間、介護

サービス等に要する費用を支払うための資

金を貸し付ける。 
  ・貸付割合 ：対象額の全額  
  ・基金の設置：さいたま市介護保険高額 

貸付基金  300万円 
 
３ 介護保険低所得者利用料軽減事業 
  国の特別対策事業及び市単独事業 
  ・高齢者施策 ：６％ 
  ・障害者施策 ：３％ 
     市単独事業６％  
 
４ 居宅サービス利用料負担額助成事業 
  真に利用料の支払いに困窮している低所得

者への助成 
  居宅サービスのうち療養管理指導、福祉用

具購入費、住宅改修費を除く 9種類 
  ・助成率：第 1段階７％ 
       第 2段階５％ 
 
５ 住宅改修支援事業 
  住宅改修について、改修を必要と認められ

る理由書の作成料を支払う。 
  ・支給額：2,100円／件 
  ・対象 ：担当介護支援専門員以外の介護

支援専門員等 
 
６ 介護相談員派遣事業 
  実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 第 1号被保険者保険料（65歳以上） 
  平成１５年度基準額（年額）31,300円 
  納期（普通徴収） 
  ７月～２月（８期） 
 
２ 介護保険高額介護サービス費用貸付事業 
  高額介護サービス費の支給までの間、介護

サービス等に要する費用を支払うための資

金を貸し付ける。 
  ・貸付割合 ：対象額の 90％  
  ・基金の設置：岩槻市介護保険高額貸付 

基金  300万円 
 
３ 介護保険低所得者利用料軽減事業 
  国の特別対策事業 
  ・高齢者施策 ：６％ 
  ・障害者施策 ：３％ 
     市単独事業は未実施  
 
４ 居宅サービス利用料負担額助成事業 
  市民税非課税世帯でかつ老齢福祉年金受

給者に 1/2、市民税非課税世帯の者に 1/4の
利用料助成を行う。（施設サービスを含む。） 

  ただし、居宅サービスのうち福祉用具購入

費、住宅改修費は除く。 
   
 
５ 住宅改修支援事業 
  住宅改修について、改修を必要と認められ

る理由書の作成料を支払う。 
  ・支給額：2,100円／件 
  ・対象 ：介護支援専門員等 
   
 
６ 介護相談員派遣事業 
  介護相談員が直接施設等を訪問し、介護サ

ービス利用者の疑問や不満にきめ細やかに

応じることにより、苦情に至る事態を未然

に防ぐとともに、介護サービスの充実を図

る。     
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現　　　　況　

さいたま市 岩　　槻　　市

1　水道料金 1　水道料金
　（1）基本料金　　（１か月につき） 　（1）基本料金　　（２か月につき）

用　途 基　本
金　額 水道ﾒ-ﾀ-

口　　径

基　本
金　額

水道ﾒ 水　量-ﾀ-口径 水　量

一
　
般
　
用

　13㎜ 890円 　13㎜ 1,840円

　20㎜ 8m3まで 1,080円 　20㎜ 2,020円

　25㎜ 1,750円 　25㎜ 3,740円

　40㎜ 14,800円 　30㎜ 20ｍ
3

5,620円

　50㎜ 38,200円 　40㎜ 10,160円

　75㎜ 86,500円 　50㎜ 15,840円

100㎜ 184,500円 　75㎜ 36,120円

150㎜ 310,900円 100㎜ 64,260円

200㎜ 988,300円 150㎜ 145,020円

共同住宅用

8m
3
に世帯

数を乗じて
得た水量ま
で

890円に世帯数を
乗じて得た額

公衆浴場用 1,750円
ﾌﾟ
｜
ﾙ
用

　50㎜ 38,200円

　75㎜ 86,500円

100㎜ 184,500円

　（2）従量料金　　（1ｍ
3
につき） 　（2）従量料金　　（1ｍ

3
につき）

用　途
水　量 金　額

水　量 金　額
20ｍ

3
を超

3
150円え40ｍ までの分

水道ﾒ-ﾀ-口径 40ｍ
3
を超

3
185円え60ｍ までの分

一
　
般
　
用

水道ﾒ-ﾀ-
口径25㎜
以下

8ｍ
3
を超

3
の分 175円え20ｍ まで 60ｍ

3
を超

3
220円え80ｍ までの分

20ｍ
3
を超え

3
の分 220円30ｍ まで 80ｍ

3
を超

3
の分 260円え100ｍ まで

30ｍ
3
を超える分 310円 100ｍ

3
分 285円を超える

水道ﾒ-ﾀ-
口径40㎜
以上

60ｍ
3
までの分 310円 浴場用 3

える分）（20ｍ を超 150円

60ｍ
3
を超え

3
分 345円500ｍ までの 共用栓 3

える分）（20ｍ を超 150円

500ｍ
3
を超える分 395円 臨時用 3

える分）（20ｍ を超 500円

共同住宅用

8ｍ
3
に世帯数を乗じて

得た水量を超え20ｍ
3
に

世帯数を乗じて得た水
量までの分

175円

私設消火栓　実習用 1栓5分ごとに320円

20ｍ
3
に世帯数を乗じて

得た水量を超え30ｍ
3
に

世帯数を乗じて得た水
量までの分

220円

30ｍ
3
に世帯数を乗じて

得た水量を超える分
310円

公衆浴場用 175円

プ－ル用 175円
臨時給水 223円

議案第２６号関係(水道事業の取扱い）
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現　況

　2　分担金

メーターの口径 さいたま市 岩槻市

13㎜ 84,000円 130,000円

20㎜ 105,000円 200,000円

25㎜ 525,000円 480,000円

30㎜ － 710,000円

40㎜ 1,291,500円 1,260,000円

50㎜ 2,331,000円 1,970,000円

75㎜ 6,499,500円 4,470,000円

100㎜ 11,203,500円 7,930,000円

150㎜ 35,910,000円 17,860,000円

200㎜ 86,310,000円 －

250㎜以上
86,310,000円に管理者が
別に定めた額を加えた額

－

（消費税及び地方消費税を含む。）
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議案第２７号関係（下水道事業の取扱い） 
 

現 況 
さいたま市 岩槻市 

 
１ 下水道使用料 
 
（１）使用料体系（１か月につき） 
 ア 一般（累進逓増制） 

区分 汚水排水量（㎥） 単価

（円） 
基本料金 １から 10まで 550 

10を超え 30まで 65 
30を超え 50まで 75 

50を超え 100まで 90 
100を超え 200まで 110 
200を超え 500まで 120 

500を超え 1,000まで 140 
1,000を超え 5,000まで 150 

超過料金 
(1㎥につき) 

5,000を超えるもの 160 
 （使用料は、汚水排水量に応じて得た額を合算し、
その額に 100 分の 105 を乗じて算定した額） 

 
 イ 公衆浴場（処理区域内） 
   １㎥につき 18 円を乗じて得た額に 100

分の 105 を乗じて算定した額 

 

 ウ 水道水以外の使用（一般家庭） 

   １人につき１か月６㎥とする。 

 

   水道水と水道水以外の水を併用した場 

合の水の使用料は、井水等使用水量から 

併用水道使用水量を減じて得た水量と 

する。 

 
２ 下水道事業受益者負担金 
 
（１）負 担 区  第１負担区～第 26負担区 
（２）徴収方法  ２０回（年４回×５年） 
（３）納  期  6月、9月、12月、3月 
（４）前納報奨金 ２％（最低）～20％（最高） 
（５）徴収猶予  農地 ２年（再猶予なし） 
         生産緑地指定農地  生産緑

地法第 10 条の規定による買
取の申出を行うまでの期間 

 

 
１ 下水道使用料 
 
（１）使用料体系（２か月につき） 
 ア 一般（累進逓増制） 

区分 汚水排水量（㎥） 単価

（円） 
基本料金 １戸 2か月 20まで 1,400 

20を超え 40まで 90 
40を超え 70まで 100 

70を超え 100まで 120 
超過料金 

(1㎥につき) 
100を超えるもの 150 

 （使用料は、汚水排水量に応じ表の区分による基本 
使用料と超過使用料の合計額に100分の105を乗じ

て算定した額） 
  
 
 
 
イ 公衆浴場（処理区域内） 
   １㎥につき60円を乗じて得た額に100分

の 105 を乗じて算定した額 
 
ウ 井戸水等使用（一般家庭） 

    １世帯４人までは２か月４０㎥とし、

１人増すごとに１０㎥を加える。 

 

   水道水との併用使用規定なし 

 

 

 
２ 下水道事業受益者負担 
 
（１）負 担 区  第１負担区～第７負担区 
（２）徴収方法  ３回（年１回×３年） 
（３）納  期  １１月 
（４）前納報奨金 なし 
（５）徴収猶予  農地 ５年（再猶予２年） 
         生産緑地指定農地   

30年以内 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 
 
３ 私道内排水設備布設工事費補助金 
（１）交付対象 
    私道に排水設備を設置する者 
 
 
（２）補助額 
    排水設備工事費等に要する経費として 
   市長が認定する額 
 
４ 水洗便所設備資金貸付金 
（１）貸付対象 
    公共下水道処理区域内において、既設 
   の便所を水洗便所に改造する工事 
（２）貸付限度額 
    ５０万円 
（３）貸付利子 
    無利子 
（４）償還方法 
    貸し付けた月の翌月から３６月以内の 
   月賦償還 
（５）延滞利息 
    7.3％ 

 
３ 私道内排水設備布設工事費補助金 
（１）交付対象 
    なし 
    ただし、複数者による申請がある場

合は、公費で市が施工する。 
（２）補助額 
    なし 
 
 
４ 水洗便所設備資金融資あっせん 
（１）あっせん対象 
    公共下水道処理区域内において、既

設の便所を水洗便所に改造する工事 
（２）融資あっせん限度額 
    １件５０万円まで  

ただし、１所有者につき４件まで 
（３）利子補給 
    年利５％を超える部分に相当する額 
   を利子補給 
（４）融資あっせんの条件 
    融資あっせんを受けた月の翌月から 

３６月以内の月賦償還 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ テレビ広報・ラジオ広報 
 （１）テレビ広報 
   テレビ埼玉：毎月 2 本（再放送を含み 4

本）15分番組を放映する。 
         放映曜日は、第 2、第 4 土

曜日（再放送は翌日曜日） 
 （２）ラジオ広報 
   ＦＭ NACK５を通して、イベント情報

など毎週 1 回 40 秒のスポット広告を放
送する。 

 
２ 「市報さいたま」の発行 
   発行日：毎月 1回 1日発行 

    発行部数：448,000部（全戸配布） 
   発行方法：配布業者による宅配 
    体裁：Ａ4版 2色刷 36頁（一部カラー） 
      （そのうち４頁を区版とし計９種

類を発行） 
    点字版広報：82人に発行 

テープ版広報：136人に発行  
 
３ 広報刊行物 
 （１）市勢要覧 
    市の歴史・観光、各種施策などをＰＲ

するため発行する。Ａ4版カラー約 50頁
4,000部 来訪者及び希望者配布 

            （平成 15年度版） 
（２）ガイドブック（ハローマイタウン） 

    市民生活に密着した行政サービス情

報紙を発行する。Ａ4版 2色刷（一部カ
ラー）500,000部 全戸配布 

            （平成 15年度版） 
（３）ガイドマップ 

    市全域の案内地図を発行する。 
   Ａ１版 8つ折り両面カラー 
   500,000部発行 全戸配布 
            （平成 15年度版） 
 

 
１ テレビ広報・ラジオ広報 
 （１）テレビ広報 
     実施していない。 

 
 
 
（２）ラジオ広報 

     実施していない。 
 
 
 
２ 「広報いわつき」の発行 
   発行日：毎月 1回 1日発行 
   発行部数：38,000部（全戸配布） 
   発行方法：自治会を通じて配布 
   体裁：Ａ4 版 2 色刷 24～30 頁（一部カ

ラー） 
   点字版広報：なし 
   テープ版広報：18人に発行 
 
 
３ 広報刊行物 
 （１）市勢要覧 
    市の歴史・観光、各種施策などをＰＲ

するため発行する。Ａ4 版カラー約 50
頁 1,500部 来訪者及び希望者配布 

            （平成 14年度版） 
（２）ガイドブック 
     実施していない。 

 
 
 
（３）ガイドマップ 

    市全域の案内地図を発行する。 
   Ａ１版 8つ折り両面カラー 
   20,000部 転入市民及び希望者配布 
            （平成 14年度版） 
 
 
 
 
 

議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－広報広聴事業） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
４ テレホンガイド 
   目的：生活様式の変化に対応して電話・

ＦＡＸにより 24 時間市政情報を
提供する。 

   内容：市民生活に密着した情報、約 270
項目を選定 

   システム：音声及びＦＡＸによる自動応

答 
 
5  市民提案制度 
  目的：市民の市政に対する意見・要望等を

聴くことにより、適正な市政の推進

と市民参加意識の促進を図る。 
  受付方法：専用の提案用紙、ファクシミリ、

インターネットにより提案を受

け付ける。 
  平成 14年度受理実績 
    提案用紙 762通 
    インターネット 716通 
    ファクシミリ 30通 
    その他 15通   合計 1,523通  

 
４ テレホンガイド 
   目的：生活様式の変化に対応して電話・

ＦＡＸにより 24時間市政情報を
提供する。 

   内容：市民生活に密着した情報、227項
目を選定 

   システム：音声及びＦＡＸによる自動応

答 
 
5 市民提案制度 

目的：市政に対する意見・要望等を受け付

け、調査・検討し回答する。 
受付方法：専用のハガキ、インターネッ

ト、テレホンガイドへの入力

により提案を受け付ける。 
   平成 14年度受理実績 
    ハガキ 140通 
    インターネット 78通  
    テレホンガイド  0  
                           合計 218通 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－コミュニティ施策） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 自治会の運営に対する支援 
 (1) 目的 
   市民との協働によるまちづくりを推進す

るため、地域コミュニティ組織である自治

会の活動に対し、支援・協力を行う。 
 (2) 自治会数  

689団体(法人化自治会 52団体)  
  （平成１５年４月１日現在） 

(3) 内容 
  ア自治会運営に対する補助金交付 
  イ集会施設等の整備に対する補助金の交付 
  ウ自治会の法人化に対する認可及び証明書

の交付 
  
 
 
２ 自治会連合会の運営に対する支援 
 (1) 目的 
   単位自治会相互の連絡強調及びコミュニ

ティ活動を展開している自治会連合会の支

援を行うことにより、市民相互のふれあい

及び連帯感のある明るく住みよい地域社会

の形成を推進する。 
 (2) 名称  「さいたま市自治会連合会」 
 (3) 内容 
  ア自治会連合会の運営に対する補助金交付 
  イ情報提供及び自治会連合会運営に対する

相談 
  ウ各種事業に対する支援 
 
３ 区民会議  
 (1) 目的  

区民会議は、区民が主体となって、区と 
区民との協働、区の特徴・特性を活かした 
魅力あふれるまちづくりを行うとともに、

区政に広く区民の意見を反映させることを

目的とする。 
 (2) 委員数  各区 20人 

(3) 任 期  2年 
 

 
１ 自治会の運営に対する支援 
 (1) 目的 
   コミュニティ活動と振興の育成を図る

ため、自治会の活動に対し、支援・協力を

行う。 
 (2) 自治会数 

 144団体（法人化自治会 2団体） 
（平成１５年４月１日現在） 

 (3) 内容 
  ア自治会運営に対する補助金交付 
  イ集会施設等の整備に対する補助金の交

付 
  ウ自治会の法人化に対する認可及び証明

書の交付 
 
 
２ 自治会連合会の運営に対する支援 
 (1) 目的 
   自治会相互の連絡及びその健全なる発

達を図り、もって住民の福祉の増進及び市

の発展に資することを目的とする。 
 (2) 名称  「岩槻市自治会長会」 
 (3) 内容 
  ア自治会長会の運営に対する補助金交付 
  イ情報提供及び自治会長会運営に対する

相談 
  ウ各種事業に対する支援 
 
 
 
３ 区民会議 
   実施していない。 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
 (4) 活動内容 
  ア提案された諸課題について協議及び政策

の提言 
  イ区民と行政の協働による魅力あるまちづ

くりのための活動 
  ウその他、区の健全な発展に寄与する活動 
 
４ コミュニティ施設の提供 
 (1) 利用受付 
   公共施設予約システムにて 3か月前に予
約抽選を行い、その後各コミュニティ施設

にて手続を行う。※一部、システムが導入

されていないコミュニティ施設と対象外と

なっている施設は、規則に定める期間前の

月の初日に直接各コミュニティ施設にて抽

選から手続まで行う。 
 (2) 利用区分 
  ア 9：00～12：00 
    イ 13：00～17：00 
    ウ 18：00～21：30 
 (3) コミュニティ施設 
  東大宮コミュニティセンター、七里コミュ

ニティセンター、宮原コミュニティセンタ

ー、馬宮コミュニティセンター、西部文化

センター、大宮工房館 他 6館 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
４ コミュニティ施設の提供 

(1) 利用受付 
     利用する日の 3か月前 
 
 
 
 
 
 
 (2) 利用区分   
  ア 9：00～12：00 
    イ 13：00～17：00 
    ウ 17：30～21：30 
 (3) コミュニティ施設 
    コミュニティセンターいわつき、岩槻駅 
東口コミュニティセンター、複合施設ふれ 
あいプラザ 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－情報公開事業） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 情報公開制度推進事業 
 (1) 事業内容 

ア 情報公開制度及び個人情報保護制度

を実施し、開かれた市政の推進並びに個

人の権利利益の保護を図る。  
  イ 区役所の情報公開コーナーに各種行政

資料を配架し、市民への情報提供の充実

に努める。 
  ウ 審議会等の会議の公開を推進する。 
 (2) 公開請求権の保障 
  ア 実施機関 
    市の全ての機関 
  イ 対象となる情報 
    文書､図画、写真、フィルム、磁気テー

プ、磁気ディスク等 
  ウ 公開請求できる方 
   ・市内に住所がある方 
   ・市内に事務所、事業所を持っている方 
   ・市内に通勤、通学している方  
   ・公開を必要とする理由を明示する方 
 
 (3) 平成 14年度の運営状況 
行政情報公開請求（申出） 266件 
個人情報開示等請求    59件 

利用人数 56,804人 
刊行物配架数    68冊
有償刊行物頒布数   977冊
有償刊行物頒布額 661285円
貸出冊数   549冊 

情報公開

コーナー

運営状況 

コピー機利用枚数 98,007枚 

 
１ 情報公開制度推進事業 

(1) 事業内容 
ア 情報公開制度及び個人保護制度を実施

し、開かれた市政の推進並びに個人の権利

の保護を図る。 
イ 市役所の情報公開コーナーに各種行政

資料を配架し、市民への情報の充実に努め

る。 
ウ 審議会等の会議の公開を推進する。 

(2) 公開請求権の保障 
ア 実施機関 

市の全ての機関 
イ 対象となる情報 
文書、図面、写真、フィルム及び電磁的

記録 
ウ 公開請求できる方 
・市内に住所がある方 
・市内に事業所を持っている方 
・市内に通勤、通学している方 
・実施機関が行う事務事業に利害を持って

いる方 
(3) 平成 14年度の運営状況 
行政情報公開請求（申出） 83件 
個人情報開示等請求 20件 

利用人数 900人 

行政資料配架数 61種 
有償刊行物頒布 広報広聴課 
貸出冊数 貸出しなし 

情報公開コー 
ナー運営状況 

コピー機利用枚数 2,174枚  
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－防災事業） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 地域防災計画 
 (1) 防災対策の大綱 
  ア総合的な防災計画の策定 
  イ総合的な震災対策の推進 
  ウ総合的な治水対策の推進 
  エ災害時に即応できる防災体制の整備 
  オ行政と市民による防災体制の推進 
 (2) 計画の構成 
  ア総論 
  イ震災対策計画 
  ウ風水害対策計画 
  エ大規模事故等災害対策計画 
  オ東海地震の警戒宣言に伴う対応措置計画 
 
２ 総合防災訓練 
 (1) 八都県市合同防災訓練 
   防災の日（9 月 1 日）に、首都圏の県都
及び政令指定都市で合同防災訓練を実施 

 (2) 区防災訓練 
   各区において、地域住民を主体にした防

災訓練を実施し、防災体制の強化を図ると

ともに、区及び住民の連携を密にして地域

の防災意識高揚を図る。 
 (3) 避難場所運営 
   市内 161か所の避難場所に、近隣に居住
の職員 5人を配置し、施設と避難場所の利
用方法等について協議を行う。 

 
 
 
３ 自主防災組織の育成 
 (1) 目的 
   自主防災組織の結成促進・育成強化を推

進し、防災体制の万全を期すことを目的に

設置する。 
 (2) 構成 
   さいたま市自主防災組織連絡協議会 
   単位自主防災組織  465組織 
      （平成 15年 3月 31日現在） 
 

 
１ 地域防災計画 
 (1) 基本方針 
  ア災害に強いまちづくり 
   ・防災面と都市整備の連担性の強化 
   ・自主防災組織の組織化と強化 
  イ水災害に強いまちづくり 

・体系的な整備体制の確保 
・総合的治水整備の推進 

 (2) 計画の構成 
  ア総則（震災編・風水害編） 
  イ災害予防計画（震災編・風水害編） 
  ウ災害応急対策計画（震災編・風水害編） 
  災害復旧計画（震災編・風水害編） 
  
２ 総合防災訓練 
 (1) 地区巡回の総合防災訓練 
   市内を 5つに区分し、実施する。 
   （第 1回から第 10回） 
  (2) 集中型の防災訓練 
   中央会場において、自主防災組織と関係

機関と連携を図りながら実施する。 
   （第 11回・第 12回） 
   ・訓練項目  16項目 
   ・参加機関  38機関 
   ※陸上自衛隊第 32 普通科連隊 1,371 人

参加 

 (3) 七都県市合同防災訓練  
    中央会場において県と共催で実施

（第 23 回） 

 
３ 自主防災組織の育成 
 (1) 目的 
     災害に強いまちづくりを目指して、各

自治会に自主防災組織の結成を推進する

とともに自主防災組織の充実・強化を図

る。 
 (2) 構成 
   自治会単位の自主防災組織 102組織 
      （平成 15年 3月 31日現在） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
 (3) 補助金等 
  ア運営助成金 
  イ防災訓練助成金 
ウ防災資機材購入費用補助 

  エ井戸の水質検査費用補助 
 
 
 

 
 (3) 補助金 
  ア設立補助金 
  イ防災訓練補助金 
  ウ防災資器材購入補助金 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－男女共同参画事業） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ さいたま市男女共同参画基本計画 
  男女共同参画のまちづくりを総合的かつ

計画的に推進するため、市民、事業者、行

政の協働指針とする。 
  平成 15年度中に策定予定 
 
２ 情報誌「You＆Me～夢～」の発行 
  発行：年 2回 
  部数：445,000部 
  配布：業者委託 
  配布先：市内全戸、公共施設、小中学校、

高等学校など 
 
３ 女性登用の推進 
  各種審議会、委員会等への積極的な登用

を全庁的に推進。選任にあたって女性人材

リストを活用 
  平成 15 年度策定予定の男女共同参画基
本計画で目標値を設定する。 

 
４ 男女共同参画啓発イベント 
  「女・男フェスタさいたま」の開催 
  目的：男女共同参画社会の実現に向け、

理解と意識の高揚を図る。 
  内容：講演会、ワークショップ、展示等 
  開催：年 1回 
     企画及び運営は、さいたま市男女

共生推進団体連絡協議会が行う。 
 
 

 
１ 第 2次いわつき男女共同参画プラン 
  男女共同参画社会の形成を目指し、基本

理念や施策の方向性を示す。 
  実施計画期間 
   平成 13年度～平成 17年度 
 
２ 情報誌「クレヨン」の発行 
  発行：年 2回 
  部数：37,000部 
  配布：自治会を通じて配布 
  配布先：市内全戸 
 
 
３ 女性登用の推進 
  審議会等の女性委員の登用率を調査 
   
 
 
 
 
４ 男女共同参画啓発イベント 
  「男女共同参画フォーラム」の開催 
  目的：男女共同参画社会の形成を目指し

市民の意識啓発を図る。 
  内容：講演会、アトラクション、展示等 
  開催：年 1回 
     企画及び運営は、市民応募による

実行委員会が行う。 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－市民窓口業務） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 戸籍受付事務 
  区民課、支所の窓口で受付し、審査後受理

する。 
 
２ 郵便局証明発行事務 
  市内普通・特定郵便局 62か所で実施して
いる。  

 (1)取扱証明  
戸籍全部・個人事項証明、戸籍の附表の

写し、住民票の写し、印鑑登録証明書、外

国人登録記載事項証明書、税関係諸証明 
 (2)発行方法 
   申請書受付→区役所区民課または税務課

へ申請書 FAX→証明書出力→郵便局へ証明

書 FAX→交付 

    

３ 戸籍（除籍）謄抄本・証明書交付事務 
  区民課、支所、市民の窓口、郵便局（62か
所）、埼玉県情報センター新宿で取り扱う。 

 
 
４ 窓口の開設時間 

(1) 区役所区民課、大宮駅支所を除く支所、 
３か所の市民の窓口 
月曜～金曜 8時 30分～17時 

(2) 大宮駅支所及び駅に隣接する６か所の市 
民の窓口 
月曜～金曜 8時 30分～19時 

 
 
 
 
 
５ 自動交付機による証明書交付事務 
  暗証番号を登録したさいたま市民カード 
（印鑑登録証）を利用することにより、次 
の証明書の交付を受けることができる。 

   印鑑登録証明書・住民票の写し・外国人 
登録原票記載証明書・課税証明書・所得証 
明書・納税証明書 
 

 
１ 戸籍受付事務 
  窓口で審査後、市民課で一括処理する。 
 
 
２ 郵便局証明発行事務 
  実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 戸籍（除籍）謄抄本・証明書交付事務 
  市民課、市民サービスコーナー（４か所）、

取次所（豊春駅 渋谷商店）、埼玉県情報セン
ター新宿で取り扱う。 

 
４ 窓口の開設時間 
 (1) 市民課 

月曜～金曜 8時 30分～17時 
(2) 市民サービスコーナー（岩槻駅東口、東
岩槻） 
月曜～土曜 8時 30分～17時 
（※ただし、岩槻駅東口市民サービスコ

ーナーについては月曜～金曜まで

は、19時まで開庁） 
 (3) 市民サービスコーナー（和土、慈恩寺） 
    火曜～金曜 8時 30分～17時 
 
５ 自動交付機による証明書交付事務 
   実施していない。 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ さいたま市美術展覧会 
  目的：市民の美術思想の普及と創造的表現

力の開発を図り、もって市文化の向

上に寄与する。 
  主催：さいたま市・教育委員会 
     さいたま市美術展覧会実行委員会 
  会場：埼玉県立近代美術館 
     うらわ美術館 
  内容：日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写

真の６部門で選考のうえ展示 
  期日：第 1 回さいたま市美術展覧会

平成 14 年 10 月 27 日（日）～11
月 2日（土）の 7日間 

  展示作品数：6部門 1,214点 
  観客数：7日間（2会場）で約 10,000人 
 
２ こども文化祭 
  目的：市内で活動している子どもを中心と

したグループへ発表の場を提供し、

明日の文化を担う子どもたちを育

てる。 
  主催：さいたま市・教育委員会 
     こども文化祭実行委員会 
  内容：プラザイーストにおいて、子どもを

中心とした、太鼓・日本舞踊・お囃

子・琴のグループの発表会 
  期日：平成 14年 11月 16日（土） 
  主演団体：太鼓（6団体）、日本舞踊（4団

体）、お囃子（1 団体）、琴（1
団体）   

 
３ 文芸誌の発行 
  目的：市民の文芸創作活動を促すととも

に、優れた作品を市民に提供し、本

市における文芸活動の普及向上を

図る。 
  主催：教育委員会 
     さいたま市民文芸運営委員会 
  内容：「詩」「短歌」「俳句」「川柳」「小説・

随筆・評論」の 5部門で市民から作
品を募集し、選考のうえ掲載する。 

 

 
１ 岩槻市美術展覧会 
  目的：広く市民の美術活動の普及を図り、

市民文化の向上に寄与する。 
  主催：岩槻市・教育委員会 
     岩槻市美術展覧会運営委員会 
  会場：ワッツコミュニティセンター 
  内容：日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写

真の６部門の展示 
  期日：第 5回岩槻市美術展覧会 
     平成 14年 10月 13日（日）～20 
          日（日）の 8日間   
  展示作品数：6部門 213点 
  観客数：8日間で 2,419人  
 
 
 
２ こども文化祭 
   実施していない。 
  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 文芸誌の発行 
   実施していない。 
 

議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－文化振興事業） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

  応募状況：平成 14 年度（さいたま市民文
芸・創刊号）514 人から 2,218
作品の応募があり、483人 1,524
作品を掲載 

 
４ 公民館絵画グループ展 
  目的：公民館で活動する絵画グループに発

表の場を提供し、芸術活動の支援を

図る。 
  主催：教育委員会 
  会場：さいたま市文化センター 

会期：ＪＲ京浜東北線、高崎線を機軸とし、

東部の公民館を前期、西部を後期と

する。 
  展示作品数：76グループから 769点  
 
５ 自主文化事業 
  目的：市民文化の向上と福祉の増進 
  内容：㈶さいたま市文化振興事業団が芸術

性に優れた催しを廉価にて提供 
実績（平成 14年度） 
・事業団本部        10事業 
・さいたま市文化センター  29事業 
・さいたま市民会館うらわ  3事業 
・さいたま市民会館おおみや 4事業 
・プラザイースト      28事業 
・恭慶館          6事業 
・氷川の杜文化館      8事業 

 
６ 公共施設予約システムによる文化関係 
施設の提供 

  インターネットを通じて、市内公共施設に

設置された市民開放端末や自宅のパソコン

等により文化関係施設の空き情報の照会や

予約申込を行う。 
   ・空き情報の照会 
     さいたま市文化センター、プラザイ

ースト、さいたま市民会館うらわ、

さいたま市民会館おおみや、恭慶館

及び氷川の杜文化館の６施設 
・予約申込 

さいたま市民会館おおみや、恭慶館

及び氷川の杜文化館の３施設 
 

 
 
 
 
 
４ 公民館絵画グループ展 

   実施していない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
５ 自主文化事業 
   実施していない。 
 
 
※平成 15年度 

市民の文化・芸術意識の醸成を目的に、

平成１５年５月にリニューアルオープン

したワッツ西館の紹介を兼ねた記念事業

として「市民コンサート」及び「市収蔵絵

画展」を開催する。 
  
 
 
６ 公共施設予約システムによる文化関係 
施設の提供 
実施していない。 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 合併処理浄化槽設置整備事業補助 

(1) 公共下水道認可区域外で流域下水道認
可区域外    

 区 分 補助額 
5人槽 300千円 
7人槽 450千円 

10人槽 800千円 
(2) 公共下水道認可区域外で流域下水道認
可区域内 

区 分 補助額 
5人槽 100千円 
7人槽 150千円 

10人槽 266千円 
 
２ 大気監視 

(1) 環境大気調査 
ア 降下ばいじん調査(ﾃﾞﾎﾟｼﾞｯﾄｹﾞｰｼﾞ法) 
・地点数   8地点 
・測定項目  イオン類・金属類 
・測定回数等 1か月通しｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 
        (12か月)   
イ 二酸化窒素(ｶﾞｽﾊﾟｯｸ法) 
・地点数   24地点 
・測定項目  二酸化窒素 
・測定回数等 1か月通しｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 
        (12か月)   

(2) 自動車排ガス調査 
・地点数    9地点 
・測定項目   粉じん量・金属類 
          二酸化窒素(ｶﾞｽﾊﾟｯｸ) 
・調査回数等 1回／年 
 

３ 騒音・振動監視 
(1) 道路交通騒音・振動調査 

    ・地点数  主要 15路線・15地点 
          １週間測定 

(2) 鉄道騒音・振動調査 
    ・地点数  4地点〔新幹線〕 
             2地点〔武蔵野線〕 
  (3) 苦情に係る騒音・振動調査 
    苦情受付ごとに測定調査 

          

 
１ 合併処理浄化槽設置整備事業補助 
     

区 分 補助額 
5人槽 354千円 

6～7人槽 411千円 
8～10人槽 519千円 

     ※国庫補助：３分の１ 
      県補助：１基当たり 80千円 
 
 
 
 
 
 
２ 大気監視 

(1) 簡易測定(ﾌｨﾙﾀｰﾊﾞｯﾁ法) 
・地点数     10地点 
・測定回数等  毎月実施 年 12回  

 
(2) 光化学スモッグ対策 

      公共施設等に看板の設置を依頼 
（33施設） 

      5月～9月まで休日当番体制  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 騒音・振動監視 

(1) 自動車騒音・道路交通振動・交通量
調査 

       ・地点数  市内２道路・２地点 
年 1回実施 

(2) 環境騒音調査 
        実施していない。 
 

議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－環境対策事業） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 

４ 河川調査 
   県が定めた「公共用水域及の水質測定 
計画」の地点及び本市で独自に設定した

補足地点における主要河川の水質汚濁状

況の調査 
・地点数   9河川 19地点 

（月 1回）  
 
５ 生活排水調査 
   生活排水対策を推進するため生活排水

等による水質汚濁状況の調査 
   ・地点数   10河川 11地点 

（隔月） 
 

     

 

４ 河川調査 
     県が定めた「公共用水域及の水質測定 
計画」の地点及び本市で独自に設定した

補足地点における主要河川の水質汚濁

状況の調査 
・地点数    2河川 10地点 

 （月 1回） 
 
５ 生活排水調査 
   実施していない。 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－交通対策事業） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 交通安全教室 

(1) 内容 
  市の交通教育指導員と警察署とが協力

し、小・中学校、幼稚園・保育園、自治会、

老人会等において交通安全教室を実施 
 (2) 平成 14年度実績 
    幼稚園、保育園  20回 
    小学校      74回 
    中学校      １回 
    自治会      ２回 
    老人会等     18回 
 
２ 交通指導員制度 
 (1) 内容 

ｱ 児童・生徒の登校時の安全の確保と

交通指導 
ｲ 各種交通安全啓発活動 
ｳ 行事・催し等の交通整理 

 (2) 指導員数（平成 15年 4月 1日現在） 
     157人（市長委嘱） 
  
３ 放置自転車対策事業 
 (1) 内容 

駅周辺 33 か所の自転車放置禁止区域に
おいて、放置自転車の巡回、警告、撤去を

業者委託で実施 
 (2) 保管 

2か月間 
 (3) 撤去手数料 

1,000円 
(4) 撤去等処理状況（平成 14年度実績） 
                単位：台 

撤去 返還 再生整備 処分 
46,400 23,772 1,884 21,373 

 
 

 
１ 交通安全教室 

(1) 内容 
幼児、児童、生徒等を対象に警察と共同

して交通安全教室を実施 
 
(2) 平成 14年度実績 

 幼児    6回 
 小学生   20回  
 保護者   11回 
 

 
 
２ 交通指導員制度 
 (1) 内容 

ｱ 児童・生徒の登下校時の安全の確保

と交通安全指導 
ｲ 各種研修会の開催 
ｳ 行事・催し等の交通整理 

 (2) 指導員数（平成 15年 4月 1日現在） 
     34人（市長委嘱）   
 
３ 放置自転車対策事業 
 (1) 内容 

２駅の自転車放置禁止区域において、放

置自転車の巡回、警告、撤去を業者委託で

実施 
 (2) 保管 

３か月間 
 (3) 撤去手数料 
 無料 

 (4) 撤去等処理状況（平成 14年度実績） 
単位：台 

撤去 返還 再生整備 処分 
2,000 161 0 1,232 

   ※再生整備は行っていない。  
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

  
４ 自転車駐車場管理業務 
 (1) 内容 
   市営自転車駐車場の維持管理 
 (2) 駐車場数 
   25か所 
 (3) 委託先 
   ㈶さいたま市都市整備公社、㈳さいたま

市シルバー人材センター、㈶自転車駐車場

整備センター 
 
 

   
４ 自転車駐車場管理業務 
 (1) 内容 
   市営自転車駐車場の維持管理 
 (2) 駐車場数 
   6か所 
 (3) 委託先 
   ㈳岩槻市シルバー人材センター 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－農業振興事業） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 生産指導事業 
   農家等に対する経済的、技術的援助を実

施し、生産・経営の安定を図るため各種の

事業を行う。 
(1) 各地域生産団体育成指導 
(2) 直売農業育成 
(3) 援農関係事業の推進 
(4) 農薬の安全使用指導 
(5) 観光農業の推進 
(6) 新技術の普及及び導入 
(7) 各種研修会、講演会の開催 
(8) 植木、花卉、野菜、果樹等の生産振興 

 
２ 農業祭 
  (1) 開催日 11月第 3金曜～日曜 

(2) 会場 見沼グリーンセンター 
(3) 内容 農産物即売会、展示会、農産物

共進会等 
(4) 主催 さいたま市農業祭実行委員会 

（さいたま市、さいたま農業協同組合） 
(5) 後援  市内農業団体 
(6) 協賛  各種農業関係機関 
(7) 来場者 約 225,000人（平成 15年度） 

 
 
３ 農業団体育成事業 
   農業者団体会員相互の連携を密にし、農

家の資質の向上を図り、先導的都市農業の

発展を図るため各農業団体に対し各種の

支援を行う。        
 
 
４ 農業後継者対策 
   (1) 事業内容 

ｱ  農業後継者団体の育成 
       ｲ  児童体験農園事業の実施 
       ｳ  学校農園事業への支援 
      ｴ  農業青年県外研修生派遣事業 

ｵ  新規就農の推進 
      ｶ  農業後継者自立経営育成事業 
      

 
１ 生産指導事業 
   園芸農家・園芸団体へ様々な支援を行う

ことにより、園芸農業の安定・発展を図る

ため各種の事業を行う。 
(1) 園芸施設設置補助事業補助金交付 
(2) 生産団体育成指導 
(3) 農薬の安全使用指導 
(4) 新技術の普及及び導入 
(5) 園芸情報の提供 
(6) 植木、花卉、野菜、果樹等の生産振興 

 
 
 
２ 農業祭  
   実施していない。 
  ※類似事業：産業祭 
  (1) 開催日 11月第 3土曜～日曜 

(2) 会場 槻の森スポーツセンター 
(3) 内容  農商工業物の即売会、展示 

会、さわやかレディひなの 
里コンテスト、共進会等 

(4) 主催  岩槻市産業祭実行委員会 
     （南彩農業協同組合、岩槻商工会議所） 

 

 

３ 農業団体育成事業 
   農業の振興と組合員の経営安定を目的

に、組織の育成強化・生産性の向上等を図

るため補助を行うとともに、農産物の振興

を図るため、共進会等への後援、市長賞の

賞状を交付する。 
 
４ 農業後継者対策 

(1) 事業内容 
       ｱ  農業後継者団体の育成 
       ｲ  学童体験農園事業の実施 
       ｳ  農業青年海外派遣助成事業 
       ｴ  後継者結婚相談事業 
       ｵ  就農促進アドバイス活動 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
(2) 関係団体 

    ｱ  さいたま市農業後継者対策協議会 
    ｲ  さいたま市農業青年協議会 
        ｳ さいたま市与野農業後継者連絡協

議会 
 

5 市民農園運営事業 
   農業のふれあいの場、自然学習の場、ま

た、生きがいと健康づくりの場として楽し

める新しいスタイルの市民農園を目指し

ます。 
(1) レクリエーション農園事業 

40か所、1,396区画貸付け（平成 14
年度） 

(2) 関係団体 
レクリエーション農園推進協議会 

 
 

 

 
(2) 関係団体 
  ｱ  岩槻市農業後継者対策協議会 

       ｲ  岩槻市農業青年会議所 
       ｳ  岩槻市４Hクラブ 
 
 
5 市民農園運営事業 
   実施していない。 

 
 
 

52



 
議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－商工・観光事業） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 商店街環境整備事業 
 (1)目的：商店街の賑わい等を創出するため

の施設整備をする商店街に対して

補助を行い、商店街の振興を図る。 
 (2)補助対象事業 

賑わい創出施設、ユニバーサルデ 
ザイン施設、コミュニティ施設、 
CI・イメージアップ施設等 

   
２ 創業者支援推進事業 
 (1)目的：様々な分野での創業者を支援し、 

新規事業の活性化を図るため、起 
業家の事務所家賃補助を行う。 

 (2)補助額：家賃の２分の１以内で、１か月 
25,000円を限度（補助対象期 
間の限度あり） 
 

３ 商工見本市開催事業 
(1)目的：市内外の商工業を広く PRする  

とともに、受発注の拡大、新規市

場の開拓を図る。 
 (2)開催日：11月上旬の金、土、日曜日 
 (3)会場：さいたまスーパーアリーナ 
 (4)内容：商工業事業者出展ブース、商談コ 
     ーナー、ものづくり体験コーナ等 
 (5)来場者：45,000人（平成 15年度） 
 
４ さいたま市花火大会 
 (1)開催日：８月第２日曜日 
 (2)会場：荒川総合運動公園（平成 15年度） 
 (3)主催：㈳さいたま観光コンベンションビ

ューロー  
 

５ 市民まつり 
 (1)さいたま市民まつり(10月第 2日曜日)  
 (2)浦和まつり(7月下旬） 
 (3)与野夏まつり(7月下旬) 
 (4)大宮夏まつり(7月下旬～8月上旬) 
 (5)区民まつり(9区) 
 
 

 
１ 商店街環境整備事業 
 (1)目的：商店街団体が実施する街路灯、ア

ーケード等の設置に対し、補助を

行い、商店街の環境整備促進及び

振興を図る。 
 (2)補助対象事業 

街路灯、アーチ、モニュメント、 
案内板、駐車場等 

   
２ 創業者支援推進事業 
  実施していない。 
 
 
 
 
 
 
３ 商工見本市開催事業 
  実施していない。  

※ 類似事業：産業祭 
 
 
 
 
 
 
 
４ 人形のまち岩槻まつり花火大会 
  (1)開催日：７月下旬の土曜日 
 (2)会場：槻の森スポーツセンター 
  (3)主催：岩槻まつり実行委員会 
    ※人形のまち岩槻まつりの前夜祭として実施 
       
５ 人形のまち岩槻まつり 
 (1)開催日：７月下旬の日曜日 
 (2)会場：市内（岩槻駅周辺を中心） 

(3)主催：岩槻まつり実行委員会 
(4)内容：世界一ジャンボ雛段、人形仮装パ

レード、市民によるイベント等 
 (5)来場者：135,000人（平成 15年度） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 勤労者定期健康診断 
 (1) 内容 

勤労者福祉事業の一環として、市内の商

店や会社で働いている 16 歳以上の勤労者
を対象に実施 

 (2) 実施方法 
   ㈶埼玉県健康づくり事業団に依頼 
 (3) 受診実績（平成 14年度） 
   300人 
 
２ （財）勤労者福祉サービスセンター事業 
 (1) 目的 
  市内の中小企業に勤務する勤労者及び

事業主の福利厚生事業の向上とともに、

中小企業の振興を図る。 
(2) 事業内容 
  ア 共済給付事業 
  イ 生活資金融資斡旋 
  ウ 健康維持増進 
  エ 余暇活動の援助 
  オ その他（買物割引券） 
(3) 会費等 
  入会金 １人につき 500円 
  会費  月額１人につき 500円 
(4) 会員数（平成 15年 1月 31日現在） 
   879事業所 3,695人 
 
３ 働く女性の家施設の提供 
 (1) 内容 
   働く女性の福祉の増進と地位の向上の

ため、各種講座の開催やレクリエーショ

ンの場として利用する。 
 (2) 施設 
   勤労女性ホームと勤労女性センターの

２か所（さいたま市公立施設管理公社に

管理委託） 
 (3) 利用実績（平成 14年度） 
   ア 勤労女性ホーム 
    講座数  42講座（延べ 2,993人） 
    自主グループ活動  68グループ 
            （延べ 14,464人） 
 

 
１ 勤労者定期健康診断 
 (1) 内容 

勤労者の福祉向上に寄与するため、従業

員の定期健康診断を継続して行っている

事業所に対し、受診料の一部を補助する。 
 (2) 実施方法 
   岩槻商工会議所とタイアップして実施 
 (3) 受診実績（平成 14年度） 
   34事業所 
   
２ （財）勤労者福祉サービスセンター事業

同財団なし 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 働く女性の家施設の提供 

同施設なし 
    
 

議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－勤労者・消費者関連事業） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
   イ 勤労女性センター 
    講座数  31講座（延べ 6,668人） 
    自主グループ活動  57グループ 
            （延べ 13,673人） 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－都市計画事業） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 都市計画マスタープラン 

(1) 目的 
市の基本構想及び整備・開発・保全に

即して、都市計画に関する基本的な方針

を定める。 
(2) 策定年次 
旧３市では平成 11年に定めていたが、

平成 15 年度から政令指定都市にふさわ
しいまちづくりの基本方針策定作業に着

手  
 
２ 緑の基本計画 

(1) 目的 
都市緑地保全法等の法令に従い、都市

構造等を勘案した都市の緑とオープンス

ペースの整備・保全及び緑化の総合的な

計画を策定する。 
(2) 策定年次 
平成 14年度 緑の現況調査 

   平成 15年度・平成 16年度 計画策定 
 
３ グリーンパラソル推進事業 

(1) 目的 
市全域に歩いていける身近な公園を適

正に配置する。 
(2) 内容 
市民の憩いの場や子ども達の安全な遊

び場となる街区公園を重点に整備する。 
 
４ オープン型民間緑地保全事業 

(1) 目的 
市民の快適な生活環境を確保するた

め、市内に残る貴重な緑地の保全を図る。 
(2) 内容 

候補地の選定、所有者の同意を得て

実施。固定資産税、都市計画税の減免 
(3) 指定要件 
・指定面積 自然緑地 1,000㎡以上  
・指定期間 5 年間 

・指定条件 公道に接していること。 
 

 
１ 都市計画マスタープラン 

(1) 目的 
都市づくりのビジョンを総合的かつ

体系的に示す指針として、また各市域の

まちづくりの方向を示す都市計画の指

針として策定する。 
(2) 策定年次 
平成 11年度～平成 13年度 

目標年次は 2021年 
 

 
２ 緑の基本計画 

(1) 目的 
緑豊かな自然環境と高度な都市開発

の整合をとりながら将来都市像である

「豊かな自然と文化を育むふれあいの

まち」を目指した計画を策定する。 
(2) 策定年次 
平成 7年度  

      目標年次は平成 27年度 
 
３ グリーンパラソル推進事業 
   実施していない。 
 
 
 
 
 
 
４ オープン型民間緑地保全事業 
   実施していない。 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
(4) 指定箇所（平成 14年 3月 31日現在） 
自然緑地 26か所  

 
５ 総合都市交通体系マスタープラン 

(1) 目的 
将来都市構造と交通需要を展望し、将

来道路網及び将来公共交通網のあり方、

具体的な配置方針また整備優先計画のあ

り方を検討し、総合的な都市交通体系マ

スタープランを策定する。 
(2) 策定年次 
平成 14年度・平成 15年度   

 
 

 
 
 
 
５ 総合都市交通体系マスタープラン 

(1) 目的 
豊かな環境・歴史・文化等の資産を継

承しつつ、新たな公共交通の拠点性・利

便性を生かした「交通まちづくり」に向

け、総合的に都市交通政策を展開するマ

スタープランを策定する。 
(2) 策定年次 
平成 14年度・平成 15年度 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－道路事業） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 道路整備事業 
 (1) 目的 
   道路を寄付により、拡幅整備する。 
 (2) 制度内容 
  ・整備幅員 4.0ｍ以上 
  ・側溝敷設、舗装整備 
 (3) 補償基準 
   「さいたま市暮らしの道路整備に関する

要綱」の基準により補償  
 
２ 私道舗装等整備助成事業 
 (1) 目的 
   私道の舗装整備を行う者に費用の一部を

助成し、交通安全の確保と生活環境の向上

に資することを目的とする。 
 (2) 助成要件（以下の全ての要件に要該当) 
  ・幅員 1.8ｍ以上 

・排水施設を整備する場合は、流末排水に

支障がないもの 
・公道から公道に通じており不特定多数の

人が利用しうるもの又は 5戸以上の家屋
が建ち並び不特定多数の人が利用しう

るもの 
・他 3項目の要件 

 (3) 平成 14年度実績 
   32件 81,945千円 
 
３ 公共施設案内標識管理業務 
  管理方法 
  ・設置者所管で維持管理する。 
  ・占用については、道水路管理者と協議す

る。 
  
４ 道路応急修繕業務 
 (1) 目的 
   交通事故を未然に防止するため、破損の

激しい道路の緊急補修を行い、交通の円滑

化を図る。 
(2) 事務内容 
   パトロール及び苦情等により発生した現

場の調査から緊急補修までの事務 
 

 
１ 道路整備事業 
 (1) 目的 
   既設道路の修繕及び舗装・側溝新設・改

築等生活道路の整備を行う。 
 (2) 制度内容 
  ・整備幅員 6.0ｍ以上 

・側溝敷設、舗装整備 
 (3) 補償基準  
   設定なし 
 
２ 私道舗装等整備助成事業 
   実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 公共施設案内標識管理業務 
  管理方法 
   サイン計画実施規則及び公共施設案内

標識設置要綱に基づき、担当課から引き

継ぎ交通防災課にて一括維持管理する。 
 
４ 道路応急修繕業務 
 (1) 目的 
   交通事故を未然に防止するため、破損の

激しい道路の緊急補修を行い、交通の円滑

化と市民の安全確保を図る。 
 (2) 事務内容 
   パトロール及び苦情等により発生した

現場の調査から緊急補修までの事務 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
 (3) 補修体制  
   市内を 8 地区に分けて単価契約を結ん

で、補修にあたる。（各区役所でも単価契約

を結んでいる。） 
 
 
 

 
 (3) 補修体制 
 ・敷砂利、側溝蓋架等の業務委託 
 ・道路舗装の穴埋め等直営業務 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 水害対策 
 (1) 建設事務所において、対策班を設置し、

水害状況の把握と現場対応を行う。 
 (2) 土木業者と洪水対策業務委託を締結し、

水害現場の対応にあたる。 
 (3) 排水機場を運転する場合は、職員が機場

に常駐する。 
 (4) 防災対策本部設置に伴う配備を行う。 
 
２ 排水路整備事業 
 目的：河川改修を図ることにより市民を水害

から守り、安全で快適な生活基盤を築

く。 
 対象河川：準用河川、普通河川、排水路、流

末排水管 
 
３ 水辺環境整備事業 
 目的：湧水の保全や水辺公園の整備を通じて、

市民に潤いと安らぎの場を提供する。 
 内容：市街地の潤い空間として創造できる河

川及び水路につい積極的に整備を図

る。 
 平成 14年度実績：見沼分水路環境整備事業 
 
４ 植樹管理事業 
 内容：業務管理委託を締結し、河川区域の樹

木等の剪定及び害虫駆除を行う。 
 平成 14年度実績：鴻沼川植樹管理事業 
 
 

 
１ 水害対策 
 (1) 防災対策本部設置に伴う配備を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
２ 排水路整備事業 
 目的：河川改修を図ることにより市民を水害

から守り、安全で快適な生活基盤を築

く。 
 対象河川：準用河川、普通河川、排水路、流

末排水管 
 
３ 水辺環境整備事業 
   実施していない。 
 
 
 
 
 
 
４ 植樹管理事業 
   実施していない。 
 

議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－河川事業） 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－住宅事業） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 市営住宅の入居 
 (1) 募集方法 

「市報さいたま」及び「さいたま市ホ

ームページ」に掲載～告示～募集案内の

配布 
 (2) 募集手続 
    郵送受付(１か月)～公開抽選～資格審

査～実態調査(一部)～入居者選考委員会 
 (3) 入居に関する事務は埼玉県住宅供給公

社に管理委託 
 (4) 入居資格 
   ・市内在住か在勤 
   ・納税義務を果たしていること。 
   ・同居しているか又は同居しようとする

親族（婚約者を含む。）があること。 
   ・住宅に困窮していることが明らかなこ

と。 
   ・世帯の収入が基準以内であること。 
 
 市営住宅の状況 （平成 15年 4月 1日現在） 

名称 戸数 規格 
領家大東団地 ９１ 鉄筋３・４階建 
辻水深団地 ３４２ 鉄筋４・５階建 
馬宮住宅 ２１６ 鉄筋４・５階建 
奈良住宅 １００ 鉄筋３～５階建 
他２９   

住宅・団地 
１,３８６ 

――― 

  計 ２,１３５ ――― 
   

(5) 家賃設定方法 
    公営住宅法施行令第２条に基づき算定

される。（市町村立地係数 1.05） 
   
２ 住宅政策推進計画 
  目的：住宅マスタープランを基幹政策とし

た地域活性化に資する住宅及び住

環境の施策の確立を図る。 
  

 
 

 

 
１ 市営住宅の入居 
 (1) 募集方法 
    住宅別空家待ち登録制による公募 
    「広報いわつき」に掲載～募集案内の

配布 
 (2) 募集手続 
    受付～書類審査～登録順位の通知 
 (3) 入居資格 
   ・市内在住 
   ・同居しているか又は同居しようとする

親族（婚約者を含む。）があること。 
   ・住宅に困窮していることが明らかなこ 

と。 
   ・世帯全員の総収入が基準の範囲内であ

ること。 
   
 
 
 
 市営住宅の状況  （平成 15年 4月 1日現在） 

名称 戸数 規格 
諏訪山住宅 １５ 木造平家建 
黒谷住宅 ３０ 簡易耐火２階建他 
浮谷住宅 ７０ 中層耐火５階建他 
美幸町住宅 ２４ 中層耐火４階建 
他１２ 
住宅 

１３４ 
――― 

  計 ２７３ ――― 
  

(4) 家賃設定方法 
    公営住宅法施行令第２条に基づき算定

される。（市町村立地係数 0.90） 
 
２ 住宅政策推進計画 
  目的：住宅政策の基本的な方向について総

合的に示し、都市計画、高齢者・障

害者福祉、地域活性化、教育・文化 
の振興など住宅を中心とした市民生

活に関する諸政策を有機的に結びつ

け、良好な地域社会の形成を総合的

に推進する。 

 

61



現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
(1) 住宅マスタープラン 

      （策定年次：平成 15年度） 
  (2) 公営住宅ストック総合活用計画 
      （策定年次：平成 14年度） 
 

 

  (1) 住宅マスタープラン 
      （策定年次：平成 9年度） 
   (2) 市営住宅ストック総合活用計画 
      （策定年次：平成 13年度） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 就学援助事業 

(1) 目的 
就学困難な児童及び生徒に係る就学の

援助を行う。 
(2) 対象者 

市内に住所を有し、市内の小・中学校に

在籍する児童生徒の保護者        

(3) 認定基準 
文科省基準、生活保護基準（所得）の１.5
倍未満、学校長所見 

(4) 支給内容 
学用品費等、新入学用品等の補助 

 
 
２ 育英資金の貸付事業 

(1) 目的 
進学の意欲を有する方で経済的な理由に

より修学困難な方のために、入学準備金又は

奨学金を貸し付ける。 
(2) 対象学校 

高等学校、高等専門学校、専修学校、大

学 
・入学準備金 高校等 200,000円以内 

         大学等 400,000円以内 
  ・奨学金 高校等 15,000円（月額） 
       大学等 25,000円（月額） 
 
 
 
 
３ 小・中学校給食事業 
   単独調理場方式に整備している。 
  （平成１８年度までに全ての小・中学校を

整備する予定） 
 
４ 養護学校 
 目的 
心身障害総合センター「ひまわり学園」

の中に設置されている、肢体に不自由のあ

る児童生徒のための学校で、一人一人の障

害に応じ、社会参加と自立を支援する。 
 
 

 
１ 就学援助事業 

(1) 目的 
就学困難な児童及び生徒に係る就学の

援助を行う。 
(2) 対象者 
市内に住所を有し、市内の小・中学校に

在籍する児童生徒の保護者 
(3) 認定基準 

文科省基準、特殊教育就学奨励費保護基

準の１.5倍（所得比較）、学校長所見、民
生委員意見  

(4) 支給内容 
学用品費等、新入学品等の補助 

   
２ 育英資金の貸付事業 

(1) 目的 
高校及び大学等に進学の意欲を持ちな

がら、経済的理由により修学が困難な方に

入学に要する費用の一部を貸し付ける。 
(2) 対象学校 
高等学校、高等専門学校、専修学校、短

期大学、大学 
  ・入学時準備金 
  〔国・公立〕高校 300,000円・専修（高等課程）

300,000円・専修（専門課程）500,000円 
大学 500,000円 

〔私立〕高校 500,000円・専修（高等課程） 
  500,000円・専修（専門課程）500,000円 
  大学 500,000円 

 
３ 小・中学校給食事業 
   学校給食センターで調理し、各校へ配送

している。 
 
 
４ 養護学校 
   養護学校なし 
 
 
 
 

議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－学校教育事業） 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
５ 教員・高校生等海外派遣事業 
 目的 

市内在住の高校２年生を対象に語学研

修、異文化理解等を中心に研修を行う。 
  ・派遣生徒： 第２学年生 10人 
      （公募後、選考委員会にて選考） 

・引率者：1人 
・派遣期間：夏期休業中の 15日間 
・自己負担：150,000円 
 

６ 教育相談事業 
 (1) 一般教育相談 
   不登校、いじめ、集団不適応等教育上の

問題について電話・面接・訪問による教育

相談を行う。 
 (2) 障害児教育相談 
   知的障害・情緒障害等のある幼児・児童

生徒への教育相談を行う。 
 (3) 障害のある児童のグループ相談 
   通常学級で学ぶ知的障害、情緒障害、学

習障害等のある児童を対象に小グループで

の相談を行う。 
 (4) 就学相談 
   幼児・児童生徒の就学に関わる相談を行

う。 
 (5) 専門医による教育相談 
   小児科・精神科の専門医による教育相談

を月 2回行う。 
 (6) 院内学習室 
   市立病院に入院中の児童生徒対象に、院

内学習室で退院後の学校・日常生活への復

帰を支援している。 
 (7) 適応指導教室 
   登校できない児童生徒を教育研究所にお

いて学校へ復帰できるよう指導、支援する。 
 
７ 交通遺児等奨学金給付事業 

(1) 目的 
交通事故により両親若しくは両親の一

方が死亡し、又は心身に著しい障害があっ

た場合、その遺児等に対し奨学金を支給

し、遺児の健全な育成を助長する。 
 

 
５ 教員・高校生等海外派遣事業 
   実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 教育相談事業 
 (1) 教育相談所にて、相談活動及び適応指導 
活動を 3人の専門員が行う。 

(2) 市内中学校に、さわやか相談員 6人、フ 
レンドリースタッフ 2人、こどものこころ
相談員（旧称ボランティア相談員）8人を
配置している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 交通遺児等奨学金給付事業 
   実施していない。 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
 (2) 対象者 

市内に住所を有し、小中学校に通う遺児

等の保護者 
 (3) 奨学金の額   月額 2,000円 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－社会教育事業） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 人権講座 
  内容：市内 51 公民館を会場に、地域住民

の人権意識の高揚を図るために、同

和問題をはじめ人権問題に関する

講座等を公民館の企画・運営で開催

する。 
 
２ 学校開放講座・大学公開講座 
  目的：学校の教育機能を教育に支障のない

範囲で開放し、学習機会を提供する

とともに、開かれた学校づくりを推

進する。また、大学等の持つ高度な

学習資源を市民に公開するため、大

学公開講座を開催する。 
  学校開放講座：市立高校（4校）、市立中学

校（48校）のうち、希望校で開設 
  大学公開講座：市内大学・短期大学（6校）

で開設 
 
３ 指定文化財 
  内容：件数 454件 
     国指定 8 件、県指定 54 件、市指定

392件 
     （国登録有形文化財 3件） 
  指定方法：教育委員会の諮問に応じ、さい

たま市文化財保護審議会で調

査、審議し、答申を受け行う。 
 
４ 市民大学 

(1)目的 
市民の高度で専門的な学習要求にこたえ

るための講座を開設する。 
 (2)応募資格 

18歳以上の市内在住・在勤・在学者 
(3)応募方法 
コースごとに往復はがきで申込み 

 (4)コース・定員 
  ・教養コース(全 20) 90人 
  ・専門コース(全 20回) 60人 
  ・文学コースＡ(全 10回) 96人 
  ・文学コースＢ人(全 10回) 60人 

 
１ 人権講座 
   内容：中央公民館（年 1 回）、南部・北

部公民館（隔年 1回）利用者を対
象に人権問題に関する講座を開

催する。 
 
 
２ 学校開放講座・大学公開講座 
   実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 指定文化財 
  内容：件数 43件 
     国指定 2 件、県指定 11 件、市指定

30件 
  指定方法：教育委員会の諮問に応じ、岩槻

市文化財調査委員会で調査、審

議し、答申を受け行う。 
 
 
４ 市民大学  
 (1)目的 
  市民のより専門的な学習要求にこたえる

ため開催している。 
 (2)応募資格 
  市内在住の 20歳以上の方  

(3)定員 
 50人   
(4)開催期日 

  9月～11月（5～6回） 
  土曜日  14：00～16：00 

(5)会場  
  生涯学習センター 
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現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
  ・歴史コース(全 10回) 40人 
  ・宇宙コース(全 10回) 40人 
 (5)受講料 
  ・教養コース、専門コース 5,000円 
  ・その他コース 2,000円 
  (6)関連組織 
  ・市民大学運営委員会 委員 15人 
  ・市民大学カリキュラム委員会 

委員 15人 
 
 

  
  (6)講座内容（平成 14年度実績） 
   市町村合併、生涯学習、ペイオフ、子育

て等 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－議会） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 市議会報 
  名称：市議会だより さいたま 
  発行：年４回（改選期年は、年５回） 
  発行部数：368,000部☓4回（５回） 
  配布先：全世帯、交換市、公共施設等 
  配布方法：配布業者による宅配 
 
 
２ 市議会テレビ広報 
  目的：定例市議会及び常任委員会の様子や

審議結果等をテレビ放映し、広く市

民へお知らせする。 
  名称：ようこそ さいたま市議会へ 
  放映：年 2回 
  放映時間：各３０分 
  放送局：テレビ埼玉 
   

 
１ 市議会報 
  名称：いわつき市議会だより 
  発行：年 4回（改選期年は、年５回） 
  発行部数：38,300部☓4回（５回） 
  配布先：全世帯、公共施設等 
  配布方法：市広報紙（自治会に委託）に折

込み 
   
２ 市議会テレビ広報 
   実施していない。 
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議案第２８号関係（各種事務事業の取扱い－選挙） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 選挙公報 
  作成部数：450,000部（予備、保管分含む。） 
  配布日：投票日の２日前の金曜日までに配

布 
  配布方法：重複配布・選挙区誤配布・新聞

未購読の対策として宅配委託 
 
２ 入場整理券 
  様式：宛名用の用紙と一人一枚の整理券を

世帯ごとに１通の封書で送付 
     投票受付の機械化によるバーコード

の印刷及び投票所の案内図を印刷 
  発送：郵便局持込みで、告示日に発送 
          
 
３ 選挙の投票及び開票速報 

(1) テレホンサービス 
  ア 投票 
  不在者投票の案内：告示日午前 8 時 30 分

～投票日前日午後8時ま
で 

  投票速報：午前 9時から 2時間おきに速報
内容を更新し、情報提供を行う。 

  イ 開票           
内容及び時間：県の速報内容及び時間に合

わせる。 
発表方法：市議選、県議選は区単位 

衆議院小選挙区は選挙区単位 
その他は市全体で発表 

 
(2) インターネットサービス 

  ア 投票 

  内容及び時間：不在者投票の案内を告示日

午前 8 時 30 分～投票日前日

まで 

  投票速報：午前 9 時から 2 時間おきに速報

内容を更新し、情報提供を行う。

  イ 開票 

  内容及び時間：県の速報内容及び時間に合

わせる。   

  発表方法：全選挙につき区単位で発表 

 

 
１ 選挙公報 
  作成部数：45,000部（予備、保管分含む。） 
  配布日：投票日の３日前の木曜日に配布 
  配布方法：３日前の朝刊に折り込む。  
 
 
 
２ 入場整理券 
  様式：4人連記のはがき方式、ポステック

ス仕様で送付 
     裏面に投票所、投票時間の案内を印

刷 
  発送：郵便局持込みで、告示日の 5日前か

ら発送 
 
３ 選挙の投票及び開票速報 

(1) テレホンサービス 
  ア 投票 
  サービスなし  
  イ 開票 
  内容及び時間：県の速報内容及び時間に合 

わせる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) インターネットサービス 

  ア 投票 

  内容及び時間：不在者投票の案内を告示日

午前 8 時 30 分～投票日前

日まで 

  投票速報：午前 9時から 2時間おきに速報

内容を更新し、情報提供を行う。

  イ 開票 

   内容及び時間：県の速報内容及び時間に

合わせる。 

※いずれも市長選・市議選のみ情報提供 
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